
凡例 

 

民録    大審院民事判決録 

民集    大審院および最高裁判所民事判例集 

刑集    大審院および最高裁判所刑事判例集 

裁判集（民）   最高裁判所裁判集（民事） 

裁判集（刑）   最高裁判所裁判集（刑事） 

高民集   高等裁判所民事判例集 

高刑集   高等裁判所刑事判例集 

東高時報   東京高等裁判所判決時報 

下民集   下級裁判所民事裁判例集 

下刑集   下級裁判所刑事裁判例集 

行裁例集   行政事件裁判例集 

判時    判例時報 

判タ    判例タイムズ 

ジュリ   ジュリスト 

金法    旬刊金融法務事情 

法セミ   法学セミナー 

手研    手形研究 

金商    金融・商事判例 

商事    旬刊商事法務 

民商    民商法雑誌 

自保    自保ジャーナル 

交民    交通事故民事裁判例集 

労判    労働判例 

高刑特   高等裁判所刑事裁判特報 

高刑速   高等裁判所刑事裁判速報集 

家月    家庭裁判月報 

 

情情報報公公開開請請求求のの審審査査請請求求ににおおけけるる諸諸問問題題  

――請請求求人人のの立立場場かからら約約２２００件件のの審審査査請請求求のの経経験験をを踏踏ままええてて――  

（（VVaarriioouuss  iissssuueess  iinn  tthhee  rreevviieeww  rreeqquueessttss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisscclloossuurree  rreeqquueessttss

－－ BBaasseedd  oonn  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  aabboouutt  2200  eexxaammiinnaattiioonn  rreeqquueessttss  ffrroomm  tthhee  

ssttaannddppooiinntt  ooff  tthhee  ppeettiittiioonneerr－－））  

 

小林展大（情報問題対策委員会有志） 

 

第第１１  本本稿稿のの趣趣旨旨  

  

   情報公開請求に対する決定にかかる審

査請求手続においては、対象文書の特定、

不開示事由該当性判断、理由提示及び口頭

意見陳述の実施並びに諮問、情報公開・個

人情報保護審査会の調査審議、答申及び裁

決に至る経過に要する期間等、いくつもの

問題点が分析、検討されている。 

   筆者は、マイナンバー違憲訴訟神奈川訴

訟の訴訟代理人であったところ、同訴訟の

係属中に個人番号をその内容に含む個人

情報が漏洩する事故が発生したことから、

事実確認のため、事故が発生した地方公共

団体及び行政機関（行政機関の保有する情

報の公開に関する法律第 2条の行政機関の

ことをいう。以下同じ）等に対して、情報

公開請求を行った。 

   それらの情報公開請求に対する決定につ

いては、いずれも審査請求をして対象文書

の追加特定、不開示処分の取消しを求めた

が、対象文書の追加特定の仕方、不開示事

由該当性の判断、口頭意見陳述の実施及び

その内容については、地方公共団体及び行

政機関等によって違いがあった。 

   本稿は、神奈川県弁護士会情報問題対策

委員会（以下「当委員会」という。）に所属

する筆者が、違いのみられた情報公開請求

の審査請求手続における対象文書の追加

特定、不開示事由該当性判断、口頭意見陳

述の実施及びその内容並びに諮問、情報公

開・個人情報保護審査会の調査審議、答申

及び裁決に至る経過に要する期間につい

て特徴的な事例を報告し、当委員会におい

て検討した結果をまとめたものである。 

   「開示」、「公開」等の表記は、各地方公

共団体の情報公開条例及び情報公開法に

基づいて記載したものであり、必ずしも統

一的な記載になっていない。さらに、地方

公共団体及び行政機関等についての報告

や本稿における検討は、当委員会で検討を

踏まえた上での筆者個人の見解である。 

   以下、本稿では、行政機関の保有する情

報の公開に関する法律を「情報公開法」、行

政不服審査法を「行審法」、地方公共団体及

び行政機関における担当部署等を「実施機

関」若しくは「処分庁」、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律を「番号法」、個人番号をそ

の内容に含む個人情報を「特定個人情報」、

総務省情報公開・個人情報保護審査会、地

方公共団体の情報公開審査会及び行政不

服審査会を「審査会」、行審法第 31 条第 1

項に基づく口頭意見陳述を「審査庁意見陳

述」、審査会における口頭意見陳述を「審査

会意見陳述」と表記する。 

 

第第２２  情情報報公公開開請請求求のの内内容容及及びび流流れれ  

  

 １  番号法第 10条第 1項に違反して、委託
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元の許諾を得ずに特定個人情報を扱う業

務を再委託して特定個人情報が大量漏洩

した事案 

  ⑴ 情報公開請求の経過 

    2019年 3月頃に、複数の地方公共団体

及び行政機関において、番号法第 10条第

1 項に違反して、委託元の許諾を得ずに

特定個人情報を扱う業務を再委託して

特定個人情報が大量漏洩するという事

故が発生し、これは、上記訴訟の主張立

証において極めて重要であると考えら

れたことから、筆者は、「番号法に基づく

事務に関し再委託の禁止に反して再委

託が行われた事案についての経過が分

かるもの一切」という文言で事故が発生

した地方公共団体及び行政機関に対し

て情報公開請求をした。 

    情報公開請求をしたのは、東京都江戸

川区、同墨田区、同豊島区、川崎市、さ

いたま市、埼玉県幸手市、同本庄市、同

東松山市、同深谷市、同和光市、熊本市、

大阪国税局、東京国税局及び国税庁であ

る。なお、東京都台東区及び埼玉県羽生

市は、情報公開請求の請求権者が当該地

方公共団体内に在住、在勤及び通勤等し

ている者に限定されていたことから、情

報公開請求ではなく情報任意提供等の

手続（以下「提供」という。）によった。 

  ⑵ 情報公開請求及び審査請求の流れ 

   ア 地方公共団体 

   （ア） 東京都特別区 

     ⅰ 台東区 

2019年 3月 18日 情報提供申出 

    2019年 4月 1日  回答 

     ⅱ 江戸川区 

    2019年 3月 18日 情報公開請求 

    2019年 3月 29日 行政文書一部開示

決定 

     2019年 6月 17日 審査請求 

    2019年 11月 22日 実施機関による対 

象文書追加特定、 

一部開示決定 

    2020年 3月 4日  審査会へ諮問 

    2021年 3月 19日 答申 

2021年 8月 16日 裁決 

     ⅲ 墨田区 

    2019年 3月 20日 情報公開請求 

    2019年 3月 29日 部分公開決定 

    2019年 6月 17日 審査請求 

    2019年 11月 14日 実施機関による対

象文書追加特定 

    2019年 12月 25日 審査会へ諮問 

    2020年 11月 26日 審査会口頭意見陳

述 

    2021年 6月 30日 答申 

    2021年 8月 2日  裁決 

    2021年 8月 13日 追加特定分一部公

開決定・非公開決定 

    2021年 8月 23日 審査請求 

    2021年 10月 11日 全部公開決定 

    2021年 10月 19日 裁決 

     ⅳ 豊島区 

    2019年 3月 20日  情報公開請求 

    2019年 3月 29日  公開決定・部分公

開決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 7月 11日  実施機関による対

象文書追加特定、公

開決定・部分公開決

定・非公開決定 

    2019年 12月 3日  審理員意見書提出 

    2020年 1月 22日 審査会へ諮問 

2020年 10月 23日 2019年 7月 11日

の公開決定・部分公

開決定・非公開決定

取消、改めて公開決

定・部分公開決定・

非公開決定 

    2021年 1月 21日 答申 

    2021年 4月 1日  裁決 

    2021年 5月 7日  裁決後部分公開決

定 

2021年 1月 4日   2020年 10月 23日

付部分公開決定・非公

 

開決定に対して審査

請求 

     2021年 7月 1日  審査庁口頭意見陳

述 

    2022年 3月 31日 審理員意見書提出 

    2022年 9月 20日 審査会へ諮問 

    2022年 12月 21日 審査会口頭意見陳

述 

    2023年 3月 1日  答申 

    2023年 6月 29日  裁決 

   （イ） 川崎市 

    2019年 3月 14日  情報公開請求 

    2019年 3月 28日  部分開示決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 9月 6日  実施機関による対

象文書追加特定、部

分開示決定 

    2020年 3月 12日  審査庁口頭意見陳

述 

    2020年 4月 13日 審査会へ諮問 

    2020年 12月 14日 審査会口頭意見陳

述 

    2021年 4月 20日 答申 

    2021年 5月 30日 裁決 

    2021年 6月 16日 追加特定分一部開

示決定 

    2021年 8月 3日  審査請求 

    2022年 2月 10日  審査庁口頭意見陳

述 

    2022年 3月 8日  審査会へ諮問 

    2022年 10月 21日 審査会口頭意見陳

述 

     2023年 3月 1日  答申 

    2023年 3月 15日  裁決 

   （ウ） 埼玉県内 

     ⅰ さいたま市 

    2019年 3月 18日  情報公開請求 

    2019年 3月 29日  一部開示決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 8月 19日  実施機関による対

象文書追加特定、一

部開示決定 

    2019年 11月 14日 審査請求 

2020年 2月 20日  審査会へ諮問 

2020年 4月 9日  ２つの審査請求を 

併合審理 

    2021年 3月 18日  審査会口頭意見

陳述 

    2021年 12月 24日 答申 

    2022年 2月 4日  裁決 

     ⅱ 幸手市 

    2019年 3月 19日  情報公開請求 

    2019年 4月 2日  部分公開決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 7月 31日 実施機関による対

象文書追加特定、部

分公開決定 

    2020年 6月 4日  審査会へ諮問 

    2020年 9月 24日  答申 

    2020年 10月 20日 裁決 

     ⅲ 本庄市 

    2019年 3月 19日  情報公開請求 

    2019年 4月 3日  部分公開決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 9月 5日  実施機関による対

象文書追加特定、部

分公開決定 

    2020年 10月 19日 審査庁口頭意見陳

述 

    2020年 12月 3日  審査会へ諮問 

    2021年 3月 8日  答申 

    2021年 3月 25日  裁決 

     ⅳ 東松山市 

    2019年 3月 20日  情報公開請求 

    2019年 4月 2日  開示決定・部分開

示決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2020年 1月 23日 実施機関による対

象文書追加特定、開

示決定・部分開示決

定・不開示決定 

    2020年 3月 19日  審査会へ諮問 

    2020年 7月 20日  答申 

    2020年 7月 27日  裁決 
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開決定に対して審査

請求 

     2021年 7月 1日  審査庁口頭意見陳

述 

    2022年 3月 31日 審理員意見書提出 

    2022年 9月 20日 審査会へ諮問 

    2022年 12月 21日 審査会口頭意見陳

述 

    2023年 3月 1日  答申 

    2023年 6月 29日  裁決 

   （イ） 川崎市 

    2019年 3月 14日  情報公開請求 

    2019年 3月 28日  部分開示決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 9月 6日  実施機関による対

象文書追加特定、部

分開示決定 

    2020年 3月 12日  審査庁口頭意見陳

述 

    2020年 4月 13日 審査会へ諮問 

    2020年 12月 14日 審査会口頭意見陳

述 

    2021年 4月 20日 答申 

    2021年 5月 30日 裁決 

    2021年 6月 16日 追加特定分一部開

示決定 

    2021年 8月 3日  審査請求 

    2022年 2月 10日  審査庁口頭意見陳

述 

    2022年 3月 8日  審査会へ諮問 

    2022年 10月 21日 審査会口頭意見陳

述 

     2023年 3月 1日  答申 

    2023年 3月 15日  裁決 

   （ウ） 埼玉県内 

     ⅰ さいたま市 

    2019年 3月 18日  情報公開請求 

    2019年 3月 29日  一部開示決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 8月 19日  実施機関による対

象文書追加特定、一

部開示決定 

    2019年 11月 14日 審査請求 

2020年 2月 20日  審査会へ諮問 

2020年 4月 9日  ２つの審査請求を 

併合審理 

    2021年 3月 18日  審査会口頭意見

陳述 

    2021年 12月 24日 答申 

    2022年 2月 4日  裁決 

     ⅱ 幸手市 

    2019年 3月 19日  情報公開請求 

    2019年 4月 2日  部分公開決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 7月 31日 実施機関による対

象文書追加特定、部

分公開決定 

    2020年 6月 4日  審査会へ諮問 

    2020年 9月 24日  答申 

    2020年 10月 20日 裁決 

     ⅲ 本庄市 

    2019年 3月 19日  情報公開請求 

    2019年 4月 3日  部分公開決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 9月 5日  実施機関による対

象文書追加特定、部

分公開決定 

    2020年 10月 19日 審査庁口頭意見陳

述 

    2020年 12月 3日  審査会へ諮問 

    2021年 3月 8日  答申 

    2021年 3月 25日  裁決 

     ⅳ 東松山市 

    2019年 3月 20日  情報公開請求 

    2019年 4月 2日  開示決定・部分開

示決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2020年 1月 23日 実施機関による対

象文書追加特定、開

示決定・部分開示決

定・不開示決定 

    2020年 3月 19日  審査会へ諮問 

    2020年 7月 20日  答申 

    2020年 7月 27日  裁決 
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     ⅴ 羽生市 

    2019年 3月 18日  情報任意的公開申

出 

    2019年 4月 1日    回答 

     ⅵ 深谷市 

    2019年 3月 20日  情報公開請求 

    2019年 4月 1日  一部公開決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

    2019年 8月 23日  実施機関による対

象文書追加特定 

    2021年 7月 26日  審査会へ諮問 

    2021年 9月 30日  審査会口頭意見陳

述 

    2021年 11月 18日 答申 

    2021年 12月 20日 裁決 

     ⅶ 和光市 

    2019年 3月 18日  情報公開請求 

    2019年 3月 27日  開示決定等延長通

知 

    2019年 4月 22日  一部開示決定 

    2019年 6月 17日  審査請求 

2019年 7月 2日  実施機関による対

象文書追加特定、一

部開示決定 

    2019年 9月 19日 審査会へ諮問 

2019年 10月 28日 実施機関による対

象文書追加特定、一

部開示決定 

    2020年 6月 22日  答申 

    2020年 7月 20日  裁決 

   （エ） 熊本市 

    2019年 9月 5日  情報公開請求 

    2019年 9月 25日 文書等開示等決定

期限延長通知 

    2019年 10月 16日 開示決定・部分開

示決定・不開示決定 

    2020年 1月 4日  審査請求 

    2022年 8月 29日  審査会へ諮問 

    2025年 3月 7日  答申 

    2025年 6月 2日  裁決 

   （オ） 行政機関 

     ⅰ 大阪国税局 

    2019年 3月 20日  情報公開請求 

    2019年 4月 18日  開示決定等の期限

の特例規定適用（通

知） 

2019年 5月 17日  一部開示決定 

    2019年 8月 30日  一部開示決定 

    2019年 11月 26日 審査請求 

    2020年 2月 25日  審査会へ諮問 

    2020年 2月 25日  一部開示決定 

    2022年 4月 28日  答申 

    2022年 6月 16日  裁決 

     ⅱ 東京国税局 

    2019年 3月 20日  情報公開請求 

    2019年 4月 17日  開示決定等の期限

の特例規定適用（通

知） 

    2019年 5月 16日  一部開示決定 

    2019年 6月 17日  一部開示決定 

    2019年 9月 4日  一部開示決定 

    2019年 12月 11日 一部開示決定 

    2020年 3月 2日  審査請求 

    2020年 5月 25日  一部開示決定 

    2020年 5月 29日  審査会へ諮問 

    2022年 8月 4日  答申 

    2022年 9月 14日  裁決 

     ⅲ 国税庁 

    2019年 5月 31日  情報公開請求 

    2019年 7月 1日  開示決定等の期限

の特例規定適用（通

知） 

    2019年 8月 2日  一部開示決定 

    2019年 9月 30日  一部開示決定 

    2019年 12月 16日 審査請求 

    2020年 3月 11日  一部開示決定 

    2020年 3月 13日  審査会へ諮問 

    2022年 8月 4日  答申 

    2022年 9月 14日  裁決 

 ２ なりすましにより個人番号カードを詐

取した事案及びなりすましにより特別定

額給付金オンライン申請をした事案 

  ⑴ 情報公開請求の経過 

    また、番号制度開始以降、なりすまし

 

により個人番号カードを詐取した事案、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

下、国民に対して 10万円を給付する特別

定額給付金を他人になりすましてオン

ライン申請して詐取した事案も発生し

た。 

    これら事案についても、上記訴訟の主

張立証において極めて重要であると考

えられたことから、筆者は、「2016 年に

埼玉県熊谷市の夫婦が親族名義の個人

番号カード申請書を不正入手して、同親

族になりすまして個人番号カードを詐

取した事件の経過がわかるもの一切」、

「2016年 8月中旬頃から 10月上旬頃に

かけて、東京都江戸川区の男性が、死亡

した男性になりすまして個人番号カー

ドの交付申請書を偽造し、江戸川区役所

で個人番号カードの交付を受けた事件

の経過がわかるもの一切」及び「2020年

に名古屋市の男性が、石川県能登町在住

の男性になりすまして特別定額給付金

のオンライン申請をして、石川県能登町

から特別定額給付金をだまし取った事

件の経過がわかるもの一切」という文言

で対象の地方公共団体に対して情報公

開請求をした。 

    情報公開請求をしたのは、埼玉県熊谷

市、東京都江戸川区、石川県能登町であ

る。 

  ⑵ 情報公開請求及び審査請求の流れ 

   ア 埼玉県熊谷市 

2021年 6月 29日 情報公開請求 

    2021年 7月 9日  行政情報公開決定

等延長通知 

    2021年 8月 6日  部分公開決定 

    2021年 9月 21日  審査請求 

    2021年 11月 8日  審査会へ諮問 

    2021年 12月 17日 審査庁口頭意見陳

述 

    2021年 12月 17日 審査会口頭意見陳

述 

     2022年 2月 16日 答申 

    2022年 3月 18日 裁決 

   イ 東京都江戸川区 

2021年 8月 30日 情報公開請求 

    2021年 9月 14日 行政文書開示決定

期間延長通知 

    2021年 10月 29日 行政文書一部開示

決定 

    2021年 12月 29日 審査請求 

    2022年 3月 31日  審査会へ諮問 

    2023年 7月 3日  審査庁口頭意見陳

述 

    2023年 11月 16日 審査会口頭意見陳

述 

    2024年 3月 14日  答申 

    2024年 9月 6日   裁決 

   ウ 石川県鳳珠郡能登町 

    2021年 11月 18日 情報公開請求（同

年 12 月 6 日付で補

正） 

    2021年 12月 9日  公文書一部公開決

定 

    2021年 12月 14日 審査請求 

    2021年 12月 24日 公文書一部公開決

定 

    2022年 3月 4日  審理員意見書提出、

審査会へ諮問 

    2022年 5月 11日 答申 

    2022年 5月 24日 裁決 

 ３ 地方公共団体内部から職員が特定個人

情報を外部に送信して特定個人情報が大

量漏洩した事案 

  ⑴ 情報公開請求の経過 

    他にも、番号制度開始以降、地方公共

団体内部において職員が住民基本台帳

等から出力された特定個人情報を不正

に取得し、外部へ送信する等して特定個

人情報が漏洩した事案も発生した。 

    この事案についても、上記訴訟の主張

立証において極めて重要であると考え

られたことから、筆者は、「釜石市の 40

歳代総務企画部の係長の職員、40歳代建

設部主査の職員が、住民基本台帳に記載
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により個人番号カードを詐取した事案、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

下、国民に対して 10万円を給付する特別

定額給付金を他人になりすましてオン

ライン申請して詐取した事案も発生し

た。 

    これら事案についても、上記訴訟の主

張立証において極めて重要であると考

えられたことから、筆者は、「2016 年に

埼玉県熊谷市の夫婦が親族名義の個人

番号カード申請書を不正入手して、同親

族になりすまして個人番号カードを詐

取した事件の経過がわかるもの一切」、

「2016年 8月中旬頃から 10月上旬頃に

かけて、東京都江戸川区の男性が、死亡

した男性になりすまして個人番号カー

ドの交付申請書を偽造し、江戸川区役所

で個人番号カードの交付を受けた事件

の経過がわかるもの一切」及び「2020年

に名古屋市の男性が、石川県能登町在住

の男性になりすまして特別定額給付金

のオンライン申請をして、石川県能登町

から特別定額給付金をだまし取った事

件の経過がわかるもの一切」という文言

で対象の地方公共団体に対して情報公

開請求をした。 

    情報公開請求をしたのは、埼玉県熊谷

市、東京都江戸川区、石川県能登町であ

る。 

  ⑵ 情報公開請求及び審査請求の流れ 

   ア 埼玉県熊谷市 

2021年 6月 29日 情報公開請求 

    2021年 7月 9日  行政情報公開決定

等延長通知 

    2021年 8月 6日  部分公開決定 

    2021年 9月 21日  審査請求 

    2021年 11月 8日  審査会へ諮問 

    2021年 12月 17日 審査庁口頭意見陳

述 

    2021年 12月 17日 審査会口頭意見陳

述 

     2022年 2月 16日 答申 

    2022年 3月 18日 裁決 

   イ 東京都江戸川区 

2021年 8月 30日 情報公開請求 

    2021年 9月 14日 行政文書開示決定

期間延長通知 

    2021年 10月 29日 行政文書一部開示

決定 

    2021年 12月 29日 審査請求 

    2022年 3月 31日  審査会へ諮問 

    2023年 7月 3日  審査庁口頭意見陳

述 

    2023年 11月 16日 審査会口頭意見陳

述 

    2024年 3月 14日  答申 

    2024年 9月 6日   裁決 

   ウ 石川県鳳珠郡能登町 

    2021年 11月 18日 情報公開請求（同

年 12 月 6 日付で補

正） 

    2021年 12月 9日  公文書一部公開決

定 

    2021年 12月 14日 審査請求 

    2021年 12月 24日 公文書一部公開決

定 

    2022年 3月 4日  審理員意見書提出、

審査会へ諮問 

    2022年 5月 11日 答申 

    2022年 5月 24日 裁決 

 ３ 地方公共団体内部から職員が特定個人

情報を外部に送信して特定個人情報が大

量漏洩した事案 

  ⑴ 情報公開請求の経過 

    他にも、番号制度開始以降、地方公共

団体内部において職員が住民基本台帳

等から出力された特定個人情報を不正

に取得し、外部へ送信する等して特定個

人情報が漏洩した事案も発生した。 

    この事案についても、上記訴訟の主張

立証において極めて重要であると考え

られたことから、筆者は、「釜石市の 40

歳代総務企画部の係長の職員、40歳代建

設部主査の職員が、住民基本台帳に記載
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された個人情報並びに特定個人情報が

記載されたエクセルデータなどを漏洩

し、並びに違法に取得した等の非違行為

の経過がわかるもの一切」という文言で

対象の地方公共団体に対して情報公開

請求をした。 

    情報公開請求をしたのは、岩手県釜石

市である。 

  ⑵ 情報公開請求及び審査請求の流れ 

2022年 6月 28日 情報公開請求 

    2022年 7月 12日 行政文書部分開示

決定 

    2022年 7月 19日  審査請求 

    2022年 11月 12日 情報公開請求 

    2022年 11月 28日 行政文書部分開示

決定 

    2023年 1月 12日  審査請求 

    2023年 5月 9日  審査庁口頭意見陳

述 

    2023年 5月 22日 審査会へ諮問 

    2023年 9月 12日 答申 

    2023年 10月 5日 裁決 

 ４ 特別徴収通知誤配達により特定個人情

報が大量漏洩した事案 

  ⑴ 情報公開請求の経過 

    総務省は、総務省自治税務局による行

政通達 2016 年 10 月 2 日付総税企第 95

号ほか「地方税分野における個人番号・

法人番号の利用について」及び 2015 年

10 月 29 日付市町村税課発事務連絡「地

方税法施行規則の一部改正等について」

により、区市町村から各事業所に送付す

る「給与所得等に係る市町村民税・都道

府県民税特別徴収税額の決定・変更通知

書（特別徴収義務者用）」に個人番号を記

載するよう指示していた。しかし、その

後、同決定・変更通知書の誤配達により

特定個人情報が大量に漏洩し、平成 30年

度分以降の個人住民税に係る特別徴収

税額決定通知につき、事業者における書

面での管理負担が大きい等の経済界か

らの要請を踏まえて、書面により送付す

る場合に当面、個人番号を記載しないこ

ととした。 

    この事案についても、上記訴訟の主張

立証において極めて重要であると考え

られたことから、筆者は、「平成 30年度

分以降の個人住民税に係る特別徴収税

額決定通知につき、事業者における書面

での管理負担が大きい等の経済界から

の要請を踏まえて、書面により送付する

場合に、当面、個人番号を記載しないこ

ととした経過がわかるもの一切」という

文言で対象の行政機関に対して情報公

開請求をした。 

    情報公開請求をしたのは、総務省であ

る。 

  ⑵ 情報公開請求及び審査請求の流れ 

2020年 9月 16日  情報公開請求 

    2020年 10月 19日 一部開示決定 

    2020年 12月 10日 審査請求 

    2021年 3月 11日  審査会へ諮問 

    2021年 12月 9日  答申 

    2022年 2月 3日  裁決 

 ５ 2019年 1月 16日会合の記録 

  ⑴ 情報公開請求の経過 

    東京都台東区から提供された資料には、

上記「第 2」「1」の事案が発生した地方公

共団体の一部、国税庁及び個人情報保護

委員会が総務省の音頭のもと情報共有

をした会合が開かれていたことが判明

した。 

    これについても、上記訴訟の主張立証

において極めて重要であると考えられ

たことから、筆者は、「別紙記載の平成 31

年 1月 16日の会合、平成 31年 4月 15日

の会合、同年 6 月 25 日の会合に関する

文書」という文言で対象の行政機関に対

して情報公開請求をした。 

    情報公開請求をしたのは、総務省であ

る。 

  ⑵ 情報公開請求及び審査請求の流れ 

2020年 9月 16日 情報公開請求 

    2020年 10月 19日 一部開示決定 

 

    2020年 12月 10日 審査請求 

    2021年 3月 11日  審査会へ諮問 

2021年 12月 9日  答申 

    2022年 2月 3日  裁決 

 

第第３３  審審査査請請求求かからら諮諮問問ままででのの期期間間、、調調

査査審審議議のの期期間間及及びび答答申申かからら裁裁決決ままでで

のの期期間間等等にに関関すするる問問題題点点並並びびにに２２００

１１４４（（平平成成２２６６））年年行行審審法法改改正正ととのの関関

係係  

  

 １ 審査請求から諮問までの期間 

   1999（平成 11）年制定の情報公開法施行

後、行政機関の長が審査会に諮問するまで

に長期間を要する例が多発し、これが問題

視されることとなっており、総務省によっ

て 2004 年 4 月から 1 年間にわたり開催さ

れた「情報公開法の制度運営に関する検討

会」による報告書では、諮問の際に必要と

なる標準的な書類と内容について周知・徹

底すること等の措置を講ずることによっ

て、不服申立てを受けた行政機関等により

可能な限り速やかに諮問が行われる必要

がある旨の勧告がなされ、審査会への諮問

については、特段の事情のない限り、不服

申立てを受けてから 90 日以内に行うこと

とされて状況の改善が試みられていたi。 

   実際に、国の審査会が出す答申において

は、諮問の遅れに関する付言は非常に多く
ii、個別事情によるところはあっても、概ね

不服申立てから諮問までに 1年以上を過ぎ

ている場合には付言がされiii、活動概況及

び答申選においても諮問までに約 10 年 8

か月を要した事例が紹介されるiv等してい

るのであって、諮問遅延については放置す

るとさらなる悪化を招くと言わざるを得

ない。 

   今回取り上げた地方公共団体及び行政機

関における審査請求手続の中で、審査請求

から審査会への諮問までに 1年以上の期間

を要しているのは、東京都豊島区の 2020年

10 月 23 日付部分公開決定、非公開決定に

対する審査請求、埼玉県本庄市に対する審

査請求、熊本市に対する審査請求及び埼玉

県深谷市に対する審査請求である。 

   これらのうち、東京都豊島区の 2020 年

10 月 23 日付部分公開決定、非公開決定に

対する審査請求、埼玉県本庄市に対する審

査請求及び熊本市に対する審査請求につ

いては、審査請求人との間で主張、反論の

やり取りをしてから審査会に諮問してお

り、その主張、反論のやり取りに時間を要

したこと、東京都豊島区の 2020年 10月 23

日付部分公開決定、非公開決定に対する審

査請求及び埼玉県本庄市に対する審査請

求については日程調整をした上で審査庁

意見陳述を行ったことも踏まえると、審査

会への諮問までに 1年以上の期間を要した

ことはやむを得ないものと考える。 

   しかし、埼玉県深谷市に対する審査請求

については、審査請求人との間で主張、反

論をしてから審査会に諮問したわけでは

なく、審査庁意見陳述も行っていない。そ

して、審査請求から約 2年後に筆者が審査

請求手続の進展を問合せると、担当者から、

「求められた情報を全て公開していると

認識しているので、手続を進めていません

でした、すいません。」との返答があり、深

谷市情報公開審査会答申vにおいても、「本

件審査請求は、令和元年 6 月 17 日になさ

れている。請求を受理した実施機関は、審

査請求の手続を進めることなく、令和元年

8月23日付けで再度情報公開の決定を行っ

ている。そして、当審査会へ諮問されたの

が令和 3 年 7 月 26 日であった。審査請求

から約 2年間、審査請求の手続きが止まっ

てしまっている。これでは迅速な救済を図

るという審査請求の制度を否定すること

にもなってしまう。実施機関においては、

制度の趣旨を再確認し、適正に不服申立て

に係る事務を進めていくことを強く要望

する。」との付言がなされている。 

   このように、埼玉県深谷市における審査

請求手続の諮問遅延は、非常に問題であり、

10



 

    2020年 12月 10日 審査請求 

    2021年 3月 11日  審査会へ諮問 

2021年 12月 9日  答申 

    2022年 2月 3日  裁決 

 

第第３３  審審査査請請求求かからら諮諮問問ままででのの期期間間、、調調

査査審審議議のの期期間間及及びび答答申申かからら裁裁決決ままでで

のの期期間間等等にに関関すするる問問題題点点並並びびにに２２００

１１４４（（平平成成２２６６））年年行行審審法法改改正正ととのの関関

係係  

  

 １ 審査請求から諮問までの期間 

   1999（平成 11）年制定の情報公開法施行

後、行政機関の長が審査会に諮問するまで

に長期間を要する例が多発し、これが問題

視されることとなっており、総務省によっ

て 2004 年 4 月から 1 年間にわたり開催さ

れた「情報公開法の制度運営に関する検討

会」による報告書では、諮問の際に必要と

なる標準的な書類と内容について周知・徹

底すること等の措置を講ずることによっ

て、不服申立てを受けた行政機関等により

可能な限り速やかに諮問が行われる必要

がある旨の勧告がなされ、審査会への諮問

については、特段の事情のない限り、不服

申立てを受けてから 90 日以内に行うこと

とされて状況の改善が試みられていたi。 

   実際に、国の審査会が出す答申において

は、諮問の遅れに関する付言は非常に多く
ii、個別事情によるところはあっても、概ね

不服申立てから諮問までに 1年以上を過ぎ

ている場合には付言がされiii、活動概況及

び答申選においても諮問までに約 10 年 8

か月を要した事例が紹介されるiv等してい

るのであって、諮問遅延については放置す

るとさらなる悪化を招くと言わざるを得

ない。 

   今回取り上げた地方公共団体及び行政機

関における審査請求手続の中で、審査請求

から審査会への諮問までに 1年以上の期間

を要しているのは、東京都豊島区の 2020年

10 月 23 日付部分公開決定、非公開決定に

対する審査請求、埼玉県本庄市に対する審

査請求、熊本市に対する審査請求及び埼玉

県深谷市に対する審査請求である。 

   これらのうち、東京都豊島区の 2020 年

10 月 23 日付部分公開決定、非公開決定に

対する審査請求、埼玉県本庄市に対する審

査請求及び熊本市に対する審査請求につ

いては、審査請求人との間で主張、反論の

やり取りをしてから審査会に諮問してお

り、その主張、反論のやり取りに時間を要

したこと、東京都豊島区の 2020年 10月 23

日付部分公開決定、非公開決定に対する審

査請求及び埼玉県本庄市に対する審査請

求については日程調整をした上で審査庁

意見陳述を行ったことも踏まえると、審査

会への諮問までに 1年以上の期間を要した

ことはやむを得ないものと考える。 

   しかし、埼玉県深谷市に対する審査請求

については、審査請求人との間で主張、反

論をしてから審査会に諮問したわけでは

なく、審査庁意見陳述も行っていない。そ

して、審査請求から約 2年後に筆者が審査

請求手続の進展を問合せると、担当者から、

「求められた情報を全て公開していると

認識しているので、手続を進めていません

でした、すいません。」との返答があり、深

谷市情報公開審査会答申vにおいても、「本

件審査請求は、令和元年 6 月 17 日になさ

れている。請求を受理した実施機関は、審

査請求の手続を進めることなく、令和元年

8月23日付けで再度情報公開の決定を行っ

ている。そして、当審査会へ諮問されたの

が令和 3 年 7 月 26 日であった。審査請求

から約 2年間、審査請求の手続きが止まっ

てしまっている。これでは迅速な救済を図

るという審査請求の制度を否定すること

にもなってしまう。実施機関においては、

制度の趣旨を再確認し、適正に不服申立て

に係る事務を進めていくことを強く要望

する。」との付言がなされている。 

   このように、埼玉県深谷市における審査

請求手続の諮問遅延は、非常に問題であり、
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審査会の付言を踏まえた改善が求められ

る。 

２ 調査審議の期間 

   今回取り上げた地方公共団体及び行政機

関における審査請求手続の中で、審査会が

諮問を受理して答申をするまでの調査審

議の期間については、短いもので約 3、4か

月の期間を要し、約 1年から 2年弱の調査

審議の期間を要するものが多い。ただし、

長いものでは 2年以上の調査審議の期間を

要したものもある。 

   おそらく対象文書の分量、対象文書の追

加特定のほかに不開示処分の取消しを求

めたか否か、取消しを求めた不開示処分の

分量、審査会意見陳述の実施の有無、他の

諮問案件の分量等が調査審議に要する期

間に影響を与えているものと考えられる。 

   また、理由は不明であるが、熊本市は審

査会への諮問から審査会の調査審議開始

までに約 2年の時間を要している。理由に

よってはやむを得ないとも考えられるが、

簡易迅速に国民の権利利益の救済を図る

という行審法の目的からすれば、改善が必

要である。なお、報道によれば、横浜市は

諮問案件の件数が非常に多く、審査会への

諮問から調査審議開始まで約 2年の時間を
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迅速に国民の権利利益の救済を図るとい

う審査会制度の目的を踏まえると問題で

あろう。 

３ 答申から裁決までの期間 

   行審法第 44 条は、答申を受けたときは

遅滞なく裁決をしなければならないと定

めており、平成 17年 8月 3日付「不服申立

て事案の事務処理の迅速化について 」（情

報公開に関する連絡会議申合せ）viにおい

ても、行政機関は、審査会から答申を受け

た場合、的確な事務処理の進行管理を徹底

することにより、可能な限り速やかに裁

決・決定する、原処分を妥当とする答申な

どにあっては、答申を受けてから裁決・決

定するまでに遅くとも 30 日を超えないよ

うにするとともに、その他の事案について

も、特段の事情がない限り、遅くとも 60日

を超えないようにすることとするものと

されている。なお、特段の事情としては、

例えば、①不服申立てに係る事案の処理が

特定の課室に著しく集中している場合、②

不服申立てに係る事案の処理以外の業務

が著しく繁忙な場合、③対象文書が相当程

度に大量であり、裁決・決定を行うに当た

って、答申に基づき、個別具体的に当ては

めを行う必要がある場合、④答申後に、申

出人から審査庁に対し行審法に定める口

頭意見陳述の機会を求める申立てがあり、

そのための手続等に時間を要する場合等

が想定されている。 

   今回取り上げた地方公共団体及び行政機

関における審査請求手続の中で、答申から

裁決までの期間は、約 1か月前後以内のも

のが多く、そのほかに数か月から 6か月弱

のものもあった。 

   上記原処分を妥当とする答申などにあっ

ては、答申を受けてから裁決・決定するま

でに遅くとも 30 日を超えないようにする

とともに、その他の事案についても、特段

の事情がない限り、遅くとも 60日を超えな

いようにするとの指摘を踏まえると、基本

的には今回取り上げた地方公共団体及び

行政機関における審査請求手続の中では

答申から裁決までの期間は、約 1か月前後

以内のものが多かったので、可能な限り速

やかに裁決しようとしている傾向にある

とは考えられる。しかし、答申から裁決ま

でに 60 日を超えているものも見受けられ

 

るので、より速やかに裁決するようにすべ

き地方公共団体及び行政機関もあると考

えられる。 

   なお、今回取り上げた地方公共団体及び

行政機関における審査請求手続の中で、答

申と異なる内容の裁決をしたものはなか

った。 

 ４ 2014（平成 26）年の行審法改正による審

理員審理の適用除外 

   2014（平成 26）年に行審法関連三法が改

正され、2016（平成 28）年 4月 1日より施

行となり、新たな行審法施行後は、異議申

立てが審査請求に一本化され、審理員によ

る審査請求の審理と行政不服審査会等の

第三者諮問機関による審理がなされるこ

ととなった。 

   そして、2014（平成 26）年の行審法改正

の過程において、情報公開等審査会を行政

不服審査会に一本化することが検討され

たが、情報開示及び個人情報保護の分野に

つき特別な審査手続規定を改正行審法に

組み込まざるを得なくなること、行政不服

審査会内に特別の担当部会を設けること

が必要となること等から、情報公開等審査

会を行政不服審査会に一本化することは

見送られたvii。 

   また、行審法改正に伴い情報公開法制も

一部改正がなされているが、それは字句の

改正以外では、従前の諮問答申手続を変更

しないため改正行審法の一部条文の適用

除外とそれにより必要となった引用条文

及び読み替え規定の整備である。すなわち、

審理員による審理は行わず、不適法却下ま

たは審査請求をそのとおり認容する場合

（ただし、第三者からの反対意見書が提出

されている場合を除く）を除いては、従前

と同様に情報公開等審査会、会計検査院情

報公開等審査会等に諮問を行い、これら諮

問機関が実質的な調査審議を行って答申

を行い、その答申に基づいて審査請求に対

する裁決がなされる仕組みが維持されて

いるviii。 

   実際に、多くの地方公共団体では、情報

公開条例等において審査請求の審理に関

しては審理員審理の適用除外の規定を設

けており、従前と同様に情報公開等審査会

に諮問を行い、これら諮問機関が実質的な

調査審議を行って答申を行い、その答申に

基づいて審査請求に対する裁決がなされ

る仕組みを維持している。 

 ５ 具体的な問題点 

   以上を踏まえて、以下では、情報公開請

求及び審査請求における具体的な問題点

として、同一の不開示部分について不開示

事由該当性判断が審査会によって分かれ

たもの、対象文書の追加特定のあり方及び

口頭意見陳述について検討する。 

 

第第４４  不不開開示示事事由由該該当当性性判判断断  

  

 １ 同一の不開示部分について、不開示処分

の妥当性の判断が審査会によって分かれ

たもの 

   筆者は、番号法第 10 条第 1 項に違反し

て、委託元の許諾を得ずに特定個人情報を

扱う業務を再委託して特定個人情報が大

量漏洩した事案についての経過が分かる

もの一切を情報公開請求して審査請求も

行ったところ、地方公共団体、国の行政機

関の審査会によって、同一の不開示部分に

ついて、不開示処分の妥当性の判断が分か

れたものがあった。 

   今回は、同一の不開示部分について、不

開示処分の妥当性の判断が審査会によっ

て分かれたものとして、再委託先の名称及

び所在地並びに 2019年 1月 16日会合の記

録を取り上げる。 

 ２ 再委託先の名称及び所在地 

  ⑴ 番号法第 10 条第 1 項の規定、再委託

先の名称及び所在地 

    番号法第 10条第 1項は、「個人番号利

用事務又は個人番号関係事務（以下「個

人番号利用事務等」という。）の全部又は

一部の委託を受けた者は、当該個人番号
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として、同一の不開示部分について不開示

事由該当性判断が審査会によって分かれ

たもの、対象文書の追加特定のあり方及び

口頭意見陳述について検討する。 

 

第第４４  不不開開示示事事由由該該当当性性判判断断  

  

 １ 同一の不開示部分について、不開示処分
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行ったところ、地方公共団体、国の行政機

関の審査会によって、同一の不開示部分に

ついて、不開示処分の妥当性の判断が分か

れたものがあった。 

   今回は、同一の不開示部分について、不

開示処分の妥当性の判断が審査会によっ

て分かれたものとして、再委託先の名称及

び所在地並びに 2019年 1月 16日会合の記
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先の名称及び所在地 

    番号法第 10条第 1項は、「個人番号利
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一部の委託を受けた者は、当該個人番号
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利用事務等の委託をした者の許諾を得

た場合に限り、その全部又は一部の再委

託をすることができる。」と規定してい

る。 

    地方公共団体及び国の行政機関におい

ては、特定個人情報を扱う業務があるが、

上記規定に反して同業務の受託者（委託

先）が、委託元である地方公共団体及び

国の行政機関の許諾を得ずに、同業務を

再委託した再委託先の名称及び所在地

が情報公開条例及び情報公開法の不開

示事由に該当するかが争点となり、審査

会によって不開示処分の妥当性判断が

分かれた。 

  ⑵ 再委託先の名称及び所在地 

   ア 原処分において不開示とした地方公

共団体、行政機関 

     原処分において、再委託先の名称及

び所在地につき、豊島区、江戸川区、

墨田区、川崎市、大阪国税局、東京国

税局及び国税庁は、法人の正当な利益

を害するおそれがある（再委託先の社

会的評価が低下し、社会的活動の自由

が損なわれる等も含む）として不開示

とした。 

     また、さいたま市は、不当に市民に

混乱を生じさせるおそれがあるとして

不開示とした。 

     なお、台東区は、事業活動情報のた

め提供不可とした。 

   イ 原処分において不開示としなかった

地方公共団体、行政機関 

     原処分において、再委託先の名称及

び所在地につき、埼玉県幸手市、本庄

市、東松山市、羽生市及び深谷市は、

不開示としなかった。 

   ウ 審査会の答申において不開示事由該

当と判断した地方公共団体、行政機関 

   （ア） 江戸川区 

       上記のとおり、江戸川区は、原

処分において、再委託先の名称及

び所在地を不開示としており、筆

者は審査請求で再委託先の名称及

び所在地の不開示処分の取消しを

求めた。それに対して、江戸川区

審査会は、要旨、次のとおり、法

人の権利、地位又は正当な利益が

具体的に侵害されるおそれがある

と判断して不開示処分を妥当とし

た。 

       「開示文書において再委託先の

業務手順、対応能力、セキュリテ

ィ対策等が開示されており、再委

託先の名称及び所在地を公にする

と、上記内部管理情報が同業他社

等に知られ、今後の営業活動に支

障を生じる蓋然性が高いと認めら

れる、再委託先は個人情報保護委

員会から法令違反との評価を受け

ておらず指導の対象にもなってい

ない、再委託先に法令違反があっ

たと誤認させ、名誉、社会的評価

等が損なわれる蓋然性が高いと認

められる、違法な再委託をした事

実が知られることになっても受忍

すべきとまでは評価できない、当

該不開示事由該当性判断にあたっ

て裏付けとなる具体的・客観的な

証拠及び資料まで必要であると解

することはできない。」ix 

   （イ） 川崎市 

       上記のとおり、川崎市は、原処

分において、再委託先の名称及び

所在地を不開示としており、筆者

は審査請求で再委託先の名称及び

所在地の不開示処分の取消しを求

めた。それに対して、川崎市審査

会は、要旨、次のとおり、法人の

権利、地位又は正当な利益が具体

的に侵害されるおそれがあると判

断して不開示処分を妥当とした。 

       「再委託先の名称及び所在地は、

委託先にとって営業活動における

取引先に関する情報であり、営業

 

活動上の秘密に関する情報である、

再委託の経緯における再委託先の

認識や委託先との間のやり取りの

詳細が明らかではなく、再委託先

が再委託の許諾の確認を怠ったと

までは認め難いから、その社会的

評価等が低下するといった不利益

を受忍すべきとはいえない。」x 

   （ウ） 大阪国税局、東京国税局及び国

税庁 

       上記のとおり、大阪国税局、東

京国税局及び国税庁は、原処分に

おいて、再委託先の名称及び所在

地を不開示としており、筆者は審

査請求で再委託先の名称及び所在

地の不開示処分の取消しを求めた。

それに対して、総務省審査会は、

要旨、次のとおり、法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益が

具体的に侵害されるおそれがある

と判断して不開示処分を妥当とし

た。 

       「当該部分を公にすることによ

り、本件無断再委託が行われた委

託先の社会的信用を低下させ、当

該法人が同業他社との競争関係に

おいて不利益を被る等、当該法人

の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあると認

められる。」xi 

   エ 審理員意見書、審査会の答申におい

て不開示処分を取り消すべきとした地

方公共団体 

   （ア） 豊島区 

       上記のとおり、豊島区は、原処

分において、再委託先の名称及び

所在地を不開示としており、筆者

は審査請求で再委託先の名称及び

所在地の不開示処分の取消しを求

めた。それに対して、豊島区審理

員及び豊島区審査会は、要旨、次

のとおり、法人の権利、地位又は

正当な利益が具体的に侵害される

とまではいえないとして不開示処

分を取消すべきと判断した。 

     ⅰ 審理員意見書 

       「処分庁が主張する事由はいず

れも「おそれ」に止まる、処分庁

が他に公開した文書中に再委託先

が契約及び法令違反をしたことを

うかがわせる記載がない、処分庁

から当該主張を裏付ける具体的・

客観的な資料等の提出がない、仮

に再委託先の名称・所在地が公開

されても当該再委託先は契約及び

法令違反がなかったことを自ら公

表して第三者に契約及び法令違反

をしたと誤認される事態を防ぐこ

とは可能である。」xii 

     ⅱ 審査会答申 

       「処分庁が主張する事由はいず

れも「おそれ」に止まる、処分庁

が他に公開した文書中に再委託先

が契約及び法令違反をしたことを

うかがわせる記載がない、処分庁

から当該主張を裏付ける具体的・

客観的な資料等の提出がない、仮

に再委託先の名称・所在地が公開

されても当該再委託先は契約及び

法令違反がなかったことを自ら公

表して第三者に契約及び法令違反

をしたと誤認される事態を防ぐこ

とは可能である。」 

       「審査会から再委託先に対して

意見照会書を送付して再委託先名

称等の公開に対する反対意見の有

無及び再委託先名称等が公にされ

ることにより、法人の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害す

ると考えられる事情等について確

認したところ、再委託先より回答

がなかった。」xiii 

   （イ） 墨田区 

       上記のとおり、墨田区は、原処
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活動上の秘密に関する情報である、

再委託の経緯における再委託先の

認識や委託先との間のやり取りの

詳細が明らかではなく、再委託先

が再委託の許諾の確認を怠ったと

までは認め難いから、その社会的

評価等が低下するといった不利益

を受忍すべきとはいえない。」x 

   （ウ） 大阪国税局、東京国税局及び国

税庁 

       上記のとおり、大阪国税局、東

京国税局及び国税庁は、原処分に

おいて、再委託先の名称及び所在

地を不開示としており、筆者は審

査請求で再委託先の名称及び所在

地の不開示処分の取消しを求めた。

それに対して、総務省審査会は、

要旨、次のとおり、法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益が

具体的に侵害されるおそれがある

と判断して不開示処分を妥当とし

た。 

       「当該部分を公にすることによ

り、本件無断再委託が行われた委

託先の社会的信用を低下させ、当

該法人が同業他社との競争関係に

おいて不利益を被る等、当該法人

の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあると認

められる。」xi 

   エ 審理員意見書、審査会の答申におい

て不開示処分を取り消すべきとした地

方公共団体 

   （ア） 豊島区 

       上記のとおり、豊島区は、原処

分において、再委託先の名称及び

所在地を不開示としており、筆者

は審査請求で再委託先の名称及び

所在地の不開示処分の取消しを求

めた。それに対して、豊島区審理

員及び豊島区審査会は、要旨、次

のとおり、法人の権利、地位又は

正当な利益が具体的に侵害される

とまではいえないとして不開示処

分を取消すべきと判断した。 

     ⅰ 審理員意見書 

       「処分庁が主張する事由はいず

れも「おそれ」に止まる、処分庁

が他に公開した文書中に再委託先

が契約及び法令違反をしたことを

うかがわせる記載がない、処分庁

から当該主張を裏付ける具体的・

客観的な資料等の提出がない、仮

に再委託先の名称・所在地が公開

されても当該再委託先は契約及び

法令違反がなかったことを自ら公

表して第三者に契約及び法令違反

をしたと誤認される事態を防ぐこ

とは可能である。」xii 

     ⅱ 審査会答申 

       「処分庁が主張する事由はいず

れも「おそれ」に止まる、処分庁

が他に公開した文書中に再委託先

が契約及び法令違反をしたことを

うかがわせる記載がない、処分庁

から当該主張を裏付ける具体的・

客観的な資料等の提出がない、仮

に再委託先の名称・所在地が公開

されても当該再委託先は契約及び

法令違反がなかったことを自ら公

表して第三者に契約及び法令違反

をしたと誤認される事態を防ぐこ

とは可能である。」 

       「審査会から再委託先に対して

意見照会書を送付して再委託先名

称等の公開に対する反対意見の有

無及び再委託先名称等が公にされ

ることにより、法人の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害す

ると考えられる事情等について確

認したところ、再委託先より回答

がなかった。」xiii 

   （イ） 墨田区 

       上記のとおり、墨田区は、原処
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分において、再委託先の名称及び

所在地を不開示としており、筆者

は審査請求で再委託先の名称及び

所在地の不開示処分の取消しを求

めた。それに対して、墨田区審査

会は、要旨、次のとおり、法人の

権利、地位又は正当な利益が具体

的に侵害されるとまではいえない

として不開示処分を取消すべきと

判断した。 

       「データ入力を請け負う事業者

にあって通常行われるべき手順や

方法といった情報であり、特別再

委託先における固有のノウハウと

まではいい難く、通常の営業活動

において秘匿されるべき事項とも

考えにくい、再委託先にとって営

業戦略上公開を望まない情報が含

まれていたとしても、個人情報を

含め秘匿性の高い情報を扱い、こ

れを適正に管理すべき事業を営む

者にあっては、事業者としての信

頼性確保の観点から、情報漏えい

の有無やその対策に係る調査に関

し、本件で公開された範ちゅうの

企業情報を積極的に公開すべき立

場にあると考えられる。」xiv 

  ⑶ 検討 

上記各答申及び審理員意見書からす

ると、処分庁主張の事由に関する「おそ

れ」の程度の判断につき具体的な検討を

しているか否か、他に公開した文書も含

めた記載につきどのような評価をする

かについてまで踏み込んで検討してい

るか否か、再委託先が契約及び法令違反

をしたとうかがわれる事情の有無、再委

託先の名誉、社会的評価等が損なわれる

等の不利益を受忍すべきか否か、不開示

事由該当性判断にあたっての裏付けと

なる具体的・客観的な証拠及び資料が必

要か否か等といった点によって、再委託

先の名称及び所在の不開示処分の妥当

性判断が分かれているものと考えられ

る。 

墨田区審査会答申、豊島区審理員意見

書及び豊島区審査会答申においては、処

分庁主張の事由に関する「おそれ」の程

度の判断につき具体的な検討をしてお

り、他に公開した文書も含めて記載内容

についての具体的な検討をして、結論を

導いている。 

その一方で、東京都江戸川区、川崎市、

総務省の審査会は、具体的な検討に踏み

込まずに形式的に判断して結論を導い

ている。 

そのために、再委託先の名称及び所在

地の不開示事由該当性判断が分かれた

ものと考えられる。 

なお、総務省の審査会は、上記のとお

り、当該部分を公にすることにより、本

件無断再委託が行われた委託先の社会

的信用を低下させ、当該法人が同業他社

との競争関係において不利益を被る等、

当該法人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあると認め

られるとの理由しか答申に記載してい

ない。これでは情報公開法上の不開示事

由の文言をそのまま不開示理由として

記載したに過ぎず、なぜ不開示処分が妥

当であったのか審査請求人としては理

解に苦しみ、審査請求人の納得が得られ

るものではないので、もう少し不開示処

分が妥当であるとする理由を記載する

よう努力する姿勢を示すべきであると

考える。xv 

３ 2019年 1月 16日会合の記録（以下「会

合記録」という。） 

  ⑴ 会合記録の意義 

    会合記録とは、番号法第 10 条第 1 項

に違反して、委託元の許諾を得ずに特定

個人情報を扱う業務を再委託して特定

個人情報が大量漏洩した事故が発生し

た地方公共団体の一部（さいたま市、台

東区、墨田区、豊島区、江戸川区、川崎

 

市）、国税庁、総務省、個人情報保護委員

会が、2019年 1月 16日に会合を開催し、

現状報告、自由討議、納税義務者への対

応、再発防止策等について議論した記録

である。 

    この会合については、東京都台東区か

ら提供された資料に、2019年 1月 16日

の 14時から 16時 10分の時間帯で、「被

害者団体である国税庁、川崎市、さいた

ま市、墨田区、豊島区、江戸川区、台東

区にて、これまでのＳ社への対応と今後

の取り組み等を総務省の音頭のもと情

報共有した。個人情報保護委員会も出

席。」との記載があったことから、同会合

が開かれていたことが判明したもので

ある。 

    しかし、多くの地方公共団体及び行政

機関は、同会合がなかったかのような対

応をしており、実際に東京都豊島区は、

当初は会合記録につき文書不存在によ

る非公開決定をしたものの、その後に会

合記録があったとして同非公開決定を

取消し、部分公開決定をしたという経過

があった。 

    ほかにも、東京都墨田区は筆者の審査

請求及び審査会答申により同会合の記

録を対象文書として追加特定したもの

の標題以外は当初不開示として、総務省

も筆者の情報公開請求に対して標題以

外は不開示とする等、会合記録の内容を

明らかにしようとしなかった。 

  ⑵ 会合記録の不開示処分についての判断 

   ア 原処分において不開示とした自治体、

行政機関 

   （ア） 豊島区 

       原処分において、会合記録につ

き、豊島区は、公にすることによ

り、行政間の自由な意見交換及び

情報交換が著しく妨げられる情報

であるとして不開示とした。 

   （イ） 墨田区 

       墨田区は、審査請求の結果、裁

決で会合記録を対象文書として追

加特定したが、会合記録につき、

実施機関、国及び他の地方公共団

体の相互間における協議に関する

情報であって、未確定な情報に基

づく発言内容であり、公にするこ

とで、参加団体が個々の発言に対

して追及されることを懸念し、将

来の同種の打合せ等において率直

な意見の交換が十分にされなくな

り、業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとして、不開示

とした。 

       しかし、筆者が会合記録の不開

示処分の取消しを求めて再度審査

請求すると、墨田区は審査請求書

の主張等を踏まえて再度検討した

結果、非公開情報に該当しないと

の判断に改めて、開示決定をした。 

   （ウ） 総務省 

       原処分において、会合記録につ

き、総務省は、法人に関する情報

であり、公にすることにより、当

該法人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあ

る、国の機関、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法

人の内部又は相互間における審議、

検討又は協議に関する情報であっ

て、公にすることにより、率直な

意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれ、

不当に国民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼす

おそれがあるとして不開示とした。 

   イ 審理員意見書、審査会の答申におい

て不開示処分を取り消すべきとした地

方公共団体（豊島区） 

     上記のとおり、豊島区は、原処分に

おいて、会合記録を不開示としており、

筆者は審査請求で会合記録の不開示処
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市）、国税庁、総務省、個人情報保護委員

会が、2019年 1月 16日に会合を開催し、

現状報告、自由討議、納税義務者への対

応、再発防止策等について議論した記録

である。 

    この会合については、東京都台東区か

ら提供された資料に、2019年 1月 16日

の 14時から 16時 10分の時間帯で、「被

害者団体である国税庁、川崎市、さいた

ま市、墨田区、豊島区、江戸川区、台東

区にて、これまでのＳ社への対応と今後

の取り組み等を総務省の音頭のもと情

報共有した。個人情報保護委員会も出

席。」との記載があったことから、同会合

が開かれていたことが判明したもので

ある。 

    しかし、多くの地方公共団体及び行政

機関は、同会合がなかったかのような対

応をしており、実際に東京都豊島区は、

当初は会合記録につき文書不存在によ

る非公開決定をしたものの、その後に会

合記録があったとして同非公開決定を

取消し、部分公開決定をしたという経過

があった。 

    ほかにも、東京都墨田区は筆者の審査

請求及び審査会答申により同会合の記

録を対象文書として追加特定したもの

の標題以外は当初不開示として、総務省

も筆者の情報公開請求に対して標題以

外は不開示とする等、会合記録の内容を

明らかにしようとしなかった。 

  ⑵ 会合記録の不開示処分についての判断 

   ア 原処分において不開示とした自治体、

行政機関 

   （ア） 豊島区 

       原処分において、会合記録につ

き、豊島区は、公にすることによ

り、行政間の自由な意見交換及び

情報交換が著しく妨げられる情報

であるとして不開示とした。 

   （イ） 墨田区 

       墨田区は、審査請求の結果、裁

決で会合記録を対象文書として追

加特定したが、会合記録につき、

実施機関、国及び他の地方公共団

体の相互間における協議に関する

情報であって、未確定な情報に基

づく発言内容であり、公にするこ

とで、参加団体が個々の発言に対

して追及されることを懸念し、将

来の同種の打合せ等において率直

な意見の交換が十分にされなくな

り、業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとして、不開示

とした。 

       しかし、筆者が会合記録の不開

示処分の取消しを求めて再度審査

請求すると、墨田区は審査請求書

の主張等を踏まえて再度検討した

結果、非公開情報に該当しないと

の判断に改めて、開示決定をした。 

   （ウ） 総務省 

       原処分において、会合記録につ

き、総務省は、法人に関する情報

であり、公にすることにより、当

該法人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあ

る、国の機関、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法

人の内部又は相互間における審議、

検討又は協議に関する情報であっ

て、公にすることにより、率直な

意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれ、

不当に国民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼす

おそれがあるとして不開示とした。 

   イ 審理員意見書、審査会の答申におい

て不開示処分を取り消すべきとした地

方公共団体（豊島区） 

     上記のとおり、豊島区は、原処分に

おいて、会合記録を不開示としており、

筆者は審査請求で会合記録の不開示処
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分の取消しを求めた。それに対して、

豊島区審理員及び豊島区審査会は、要

旨、次のとおり、公にすることによっ

て、区民に無用の誤解を与えたり、無

用の混乱を招いたりする可能性は低く、

行政内部の自由な意見交換又は情報交

換が著しく妨げられるとまではいえな

いとして不開示処分を取消すべきと判

断した。 

     「会合記録は、必ずしも各人の発言

は逐語で掲載されたものではなく、適

宜要約して記載されていると思われる

こと、会合記録を対外的に公開するこ

とを禁止したり、制限したりすること

を示す発言や注記は認められないこと

がうかがえる、会合記録の作成者は総

務省であり、会合記録は、総務省担当

者から豊島区担当者宛に届いたメール

に添付されていたデータであって当該

データを処分庁において修正・加筆し

たことはない（口頭意見陳述における

処分庁の説明）、会合における出席者の

発言内容の正確性・真実性について、

当時の総務省担当者はメールで出席を

した各団体に対して会合記録の内容確

認を行っていること、会合記録の公開

の可否は出席した各団体に対して確認

していなかったこと、会合記録を作成

した総務省担当者の認識としては、会

合記録は各団体向けの備忘録という位

置付けであったことが認められる。」xvi 

   ウ 審査会の答申において不開示事由該

当と判断した行政機関（総務省） 

     上記のとおり、総務省は、原処分に

おいて、会合記録を不開示としており、

筆者は審査請求で会合記録の不開示処

分の取消しを求めた。それに対して、

総務省審査会は、要旨、次のとおり、

公にすることにより、特定法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがある、国の機関、独立行政

法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人の内部又は相互間における審議、

検討又は協議に関する情報であって、

公にすることにより、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれがあると判

断して不開示処分を妥当とした。 

     「不開示部分には、特定法人の名称

及び違法再委託事案への対応状況が具

体的に記載されているほか、違法再委

託事案に係る地方公共団体からの現状

報告、参加者による討議内容、特定法

人に対する今後の調査予定、今後の納

税義務者への対応方針等が具体的かつ

詳細に記載されていると認められる、

特定法人の違法再委託問題への対応状

況の具体的かつ詳細な説明内容の文書

は、総務省のウェブサイト等において

公表していない旨の説明があった。」
xvii 

  ⑶ 検討 

豊島区の審理員意見書及び審査会の

答申はほぼ同じ判断内容であるが、不開

示処分を取消すべきと判断するにあた

り、会合記録に対外的な公開を禁止、制

限することを示す発言及び注記がなく

公開の可否の確認もなかったこと、出席

者の発言内容の正確性・真実性につき確

認が行われていること、適宜要約された

もので備忘録という位置づけであった

こと等を指摘している。 

一方、総務省審査会は、不開示処分を

妥当と判断するにあたり、違法再委託事

案及び納税義務者への対応等が具体的

に記載されていること、特定法人の違法

再委託問題への対応状況の具体的かつ

詳細な説明内容の文書は、総務省のウェ

ブサイト等において公表されていない

こと等を指摘している。 

このように、会合記録の記載内容につ

いての評価の違い、他の手段による公表

の有無、文書の性質等が、会合記録の不

開示処分の妥当性判断が分かれた要因

であると考えられる。 

 

 

第第５５  対対象象文文書書のの追追加加特特定定  

  

 １ 審査請求手続における対象文書の追加

特定 

   情報公開請求の審査請求手続においては、

対象文書の追加特定を求めることができ、

実際に総務省審査会の活動概況には、特徴

のある事件として、「文書等の特定を争う

事件」が挙げられておりxviii、審査会の調査

審議においても、追加特定すべき対象文書

の存否について調査が行われている。 

   対象文書の追加特定を求めるということ

は、実施機関が対象文書を一部不存在と判

断している部分につき、そのほかに対象文

書として存在すると考えられる部分があ

るので、その部分の追加特定を求めるとい

うことであり、当初の開示請求の範囲を超

えて対象文書の追加特定を求めるという

ことではない。 

   対象文書の特定につき、問題となるのは、

開示請求の範囲を恣意的に狭く解釈して、

求めている文書を請求対象文書から外し

てしまい、不存在とする運用である。また、

全部不存在としないまでも、開示の対象と

すべき複数の文書のうちの一部の文書、あ

るいは、ある文書の一部だけを請求対象と

特定して、そこだけを開示することも違法

な運用とされている。 

   以下、筆者が行った情報公開請求の審査

請求手続における対象文書の追加特定に

ついて紹介する。 

 ２ 審査請求後の実施機関及び処分庁の対

応 

   筆者は、番号法第 10 条第 1 項に違反し

て委託元の許諾を得ずに特定個人情報を

取扱う事務を再委託して特定個人情報が

大量漏洩した事案、他人になりすまして個

人番号カードを詐取した事案及び他人に

なりすまして特別定額給付金オンライン

申請をして特別定額給付金を詐取した事

案並びに地方公共団体内部において特定

個人情報を外部に無断送信して特定個人

情報が大量漏洩した事案等につき、情報公

開請求を行い、審査請求で対象文書の追加

特定を求めた。 

   なお、東京都台東区、埼玉県羽生市及び

埼玉県ふじみ野市は、情報公開請求の請求

権者が地方公共団体内の在住、在勤、通勤

している者に限定されていたことから、情

報公開請求ではなく任意的情報提供申出

等の手続によらざるを得ず、審査請求がで

きなかった。石川県能登町も同様に請求権

者が限定されていたが、地方公共団体内に

在住している方からの協力が得られたた

め、審査請求を行うことができた。 

   審査請求において対象文書の追加特定を

求めると、改めて実施機関が対象文書を追

加特定して、開示不開示等の決定をした地

方公共団体及び行政機関もあれば、追加特

定すべき対象文書は他に存在しないとい

う対応をした地方公共団体及び行政機関

もあった。 

   その後も、審査会の調査を経て、さらに

対象文書の追加特定がなされることもあ

った。なお、埼玉県東松山市、和光市、深

谷市等は、他に対象文書は存在しないとし

て審査請求の取下げを求めてきたことが

あったが、上記のとおり審査会の調査を経

て、さらに対象文書の追加特定がなされる

可能性があるにもかかわらず、審査請求の

取下げを求めることで上記の可能性を没

却させるおそれがあることからすれば、不

適切な運用というべきであると考える。 

 ３ 追加特定すべき対象文書の存否につき、

審査会で調査を行った地方公共団体及び

行政機関 

   筆者は、審査請求書、弁明書に対する反

論書、審査会諮問後の意見書、審査庁意見

陳述及び審査会意見陳述等において他に

存在すると考えられる対象文書を指摘す

るようにしており、その指摘も踏まえてほ

とんどの審査会では追加特定すべき対象

文書の存否につき調査を行っている。その
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結果、総務省、東京都墨田区、川崎市、熊

本市、埼玉県深谷市、埼玉県熊谷市、岩手

県釜石市、石川県能登町等では、審査会の

調査を経て、対象文書が追加特定されて開

示不開示等の決定がなされた。 

   例えば、埼玉県深谷市は、他の地方公共

団体及び行政機関から番号法第 10 条第 1

項に反して委託元の許諾を得ずに特定個

人情報を扱う業務を再委託して特定個人

情報が大量漏洩した事案についての想定

問答が開示されていたことから、筆者が同

様の想定問答の有無につき指摘したとこ

ろ、審査会の調査を経て同様の想定問答が

存在することが判明して対象文書として

追加特定されたことがある。 

   対象文書の追加特定については、理屈上

は原処分を審査請求人に有利変更して、請

求日後に作成、取得された文書を対象文書

として追加特定することは不可能ではな

いが、情報公開請求は請求日時点において

存在する文書が対象文書として特定され

るものであるから、実際には請求日後に作

成、取得された文書は対象文書として特定

されない。筆者も、川崎市に対する情報公

開請求の審査請求において、請求日後に作

成、取得された文書であっても原処分を審

査請求人に有利変更して、請求日後に作成、

取得された文書を対象文書として追加特

定することは可能であるから、審査会でも

調査されたいと主張したことがあるが、や

はり予想通り調査はされなかった。 

   審査会における追加特定すべき対象文書

の調査は、審査会から実施機関及び処分庁

に対して書面で照会をして回答を得ると

いう方法が採用されていることが多いの

ではないかと推測されるが、東京都墨田区

は審査会の事務局職員をして、実際に実施

機関の書棚を探索させて追加特定すべき

対象文書を発見しているxix。このような追

加特定すべき対象文書の探索方法も参考

にされてよいのではないかと考える。 

   なお、石川県鳳珠郡能登町は、情報公開

請求の審査請求手続において、2014年の行

審法改正により導入された審理員審理を

適用除外としていないため、審理員審理の

手続であった。そして、審理員意見書xxでは

対象文書の追加特定を求める筆者の審査

請求を棄却すべきとの意見であったが、審

査会の答申xxiでは調査の結果、対象文書が

追加特定されて、裁決は審査会の答申に沿

った内容であった。 

   このように、情報公開請求の審査請求手

続につき、審理員審理が適用除外となって

いない地方公共団体において、審理員意見

書と審査会の答申とで結論が異なった場

合に裁決ではどのように判断されるか、と

いう問題もあるのではないかと考えられ

る。おそらく、審査会の答申に沿って裁決

がなされるのではないかと考えられるが、

そもそも情報公開請求の審査請求手続に

おいて審理員審理を適用除外としていな

い地方公共団体は少ないことからすれば、

事例の集積は期待しにくいものがあるよ

うに思える（情報公開・個人情報保護審査

会委員経験交流フォーラムxxiiでも質問を

してみたが、参加者の中では事例のある地

方公共団体はなさそうであった。）。 

 ４ 対象文書の追加特定を求めることは不

適法とした事例 

   筆者が審査請求において対象文書の追加

特定を求めたことに関して、審査会の答申

ではないが、不適法であるとした事例があ

るので、以下紹介する。 

   東京都江戸川区は、審査会の調査を経て、

他に追加特定すべき対象文書は存在しな

いとして、対象文書の追加特定を求める部

分は棄却すべきとの審査会の答申xxiiiを受

けて、裁決では他に追加特定すべき対象文

書の存否を検討して存在しないとした上

で、対象文書の追加特定を求める部分は不

適法であり、却下するとしたxxiv。 

   筆者の対象文書の追加特定については、

上記「第 5」「1」のとおり、もともと開示請

求書の文言から対象文書として特定され

 

るべきものが他にあるのではないか（特定

漏れがあるのではないか）ということから

追加特定を求めたものであるが、上記江戸

川区と豊島区の事例からすると、もともと

の開示請求書の文言を超えて別の文書を

対象文書として追加特定するよう求めて

いるように捉えられたのかもしれない。こ

の点については、誤解があるようであれば、

審査請求手続の中で適時に説明をするこ

とが必要になるかもしれないと考えられ

た。 

 ５ 対象文書の追加特定はできないものと審

理員及び審査会が考えていた事例 

   筆者が審査請求において対象文書の追加

特定を求めたことに関して、審理員及び審

査会が対象文書の追加特定はできないも

のと考えていた事例があるので、後記「第

6」「3」「⑸」と重複するところがあるが、

以下紹介する。 

   東京都豊島区は、情報公開請求の審査請

求手続において審理員審理を適用除外と

していないため審理員審理がなされたが、

審理員意見書xxvにおいて対象文書の追加特

定を求める部分は、処分の量的増加を求め

るものとして不適法であり、却下すべきと

の意見であった。 

   また、筆者は、さいたま市に対する情報

公開請求の審査請求では対象文書の追加

特定と不開示処分の取消しを求めていた。

審査請求提起後は、実施機関が対象文書を

追加特定して開示不開示等決定をして、審

査会へ諮問された。 

   当時のさいたま市の審査会は、会長（学

者）1 名、弁護士委員 3名、行政経験者委

員 1名で構成されており、審査会意見陳述

の案内の送付を受けて筆者は審査会意見

陳述の申立てをして審査会意見陳述が実

施された。 

   審査会意見陳述当日、筆者がひととおり

意見陳述を終えると、弁護士委員のうち 1

名から、なぜ対象文書の追加特定を求める

のか、別途情報公開請求をすればいいでは

ないかという質問がなされたり、会長から

審査請求書に対象文書の追加特定を求め

るということは書いていないではないか

という問いかけがなされたりした。 

   これらに対しては、本稿 23頁「第 6」「3」

「⑸」なお書にも記載しているが、筆者か

ら審査請求では対象文書の追加特定を求

めることはできること、他の地方公共団体

の審査会でも対象文書の追加特定につい

ての調査審議をしていること、審査請求書

の審査請求の趣旨等に対象文書の追加特

定を求めることを書いていたこと等を反

論した。 

   そうすると、上記委員及び会長からは、

他の地方公共団体のことは知らない、審査

請求で対象文書の追加特定を求めること

はできないと考えているし、追加特定しな

いので、意見として述べておく等との発言

があった。 

   結局、さいたま市の審査会意見陳述は平

行線に終わったので、後日、さいたま市の

審査会の考えが誤りであることを主張す

る意見書とともに、対象文書の追加特定に

つき調査審議した他の地方公共団体の審

査会答申を複数提出した。 

   さいたま市の審査会は、答申では、審査

会として対象文書の追加特定はせず、実施

機関に対して他に対象文書として追加特

定すべき文書がないか検討するよう求め

る結論を出していたxxvi。 

   これは、審査会の委員が情報公開請求の

審査請求について誤解をしていたか、無理

解であった事例であろうと考えられるが、

審査会として実施機関の対象文書の特定

に関する主張の妥当性については判断を

示すべきであったものと考える。 

 

第第６６  口口頭頭意意見見陳陳述述  

  

 １ 審査庁意見陳述と審査会意見陳述 

   情報公開請求の審査請求手続においては、

審査庁意見陳述と審査会意見陳述の 2つの
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陳述の申立てをして審査会意見陳述が実

施された。 

   審査会意見陳述当日、筆者がひととおり

意見陳述を終えると、弁護士委員のうち 1

名から、なぜ対象文書の追加特定を求める

のか、別途情報公開請求をすればいいでは

ないかという質問がなされたり、会長から

審査請求書に対象文書の追加特定を求め

るということは書いていないではないか

という問いかけがなされたりした。 

   これらに対しては、本稿 23頁「第 6」「3」

「⑸」なお書にも記載しているが、筆者か

ら審査請求では対象文書の追加特定を求

めることはできること、他の地方公共団体

の審査会でも対象文書の追加特定につい

ての調査審議をしていること、審査請求書

の審査請求の趣旨等に対象文書の追加特

定を求めることを書いていたこと等を反
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   そうすると、上記委員及び会長からは、

他の地方公共団体のことは知らない、審査

請求で対象文書の追加特定を求めること
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審査会の考えが誤りであることを主張す
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第第６６  口口頭頭意意見見陳陳述述  

  

 １ 審査庁意見陳述と審査会意見陳述 

   情報公開請求の審査請求手続においては、

審査庁意見陳述と審査会意見陳述の 2つの
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口頭意見陳述の機会がある。ただし、必ず

口頭意見陳述が実施されるとは限らない。 

   筆者は、地方公共団体に対する情報公開

請求の審査請求手続においては、上記 2つ

の口頭意見陳述いずれも申し立てること

としており、筆者自身の経験を踏まえて上

記 2 つの口頭意見陳述について紹介する。 

 ２ 審査庁意見陳述 

  ⑴ 審査庁意見陳述は、審査庁が主宰する

口頭意見陳述であり、実施機関や処分庁

の担当部署に直接質問をする機会であ

るが（行審法第 31条第 5項）、審査会意

見陳述と異なり審査会の委員に意見を

聴いてもらう機会ではない。 

  ⑵ 審査庁意見陳述は、申立てをしなけれ

ば実施されない。筆者は、申立てを失念

しないように、審査請求書に行審法第 31

条第 1項に基づき口頭意見陳述の申立て

をすることを記載するようにしている。 

    川崎市及び埼玉県本庄市は、審査庁意

見陳述の意向確認の案内を送付してき

たので、そのときに審査庁意見陳述の申

立てをするか選択することができる。 

    審査庁意見陳述の申立てがあった場合、

行審法第 31 条第 1 項ただし書に該当す

る場合を除いて、審査庁意見陳述を実施

しなければならない。 

    東京都江戸川区は、審査庁意見陳述の

申立てをすると、通常は審査会意見陳述

を案内していてその方が審査請求人の

意向に整合すると考えられるが、あえて

審査庁意見陳述の申立てをする趣旨で

あるか照会してきたので、審査庁意見陳

述と審査会意見陳述の両方を申し立て

ることを回答したことがある。 

    なお、筆者は、埼玉県熊谷市に対する

情報公開請求の審査請求手続において、

審査庁意見陳述を申し立てていたが、実

施機関側で審査会意見陳述の申立てを

していたものと誤解していた（としか考

えられない電話口での対応であった）た

め、審査庁意見陳述と審査会意見陳述の

両方を申立てしている旨を説明し、いず

れも実施させたこともある。 

  ⑶ 次に、審査庁意見陳述にあたって、補

佐人帯同許可申請を行うか、事前に質問

事項を作成して提出しておくか検討す

ることになる。 

    川崎市は、審査庁意見陳述の意向確認

とともに、補佐人帯同許可申請を行うか、

質問事項の事前提出をするか確認して

いる。 

    補佐人帯同許可申請をする場合、補佐

人の氏名、住所、職業及び補佐人帯同を

必要とする理由等を記載した補佐人帯

同許可申請書を提出して行う。補佐人は、

審査請求をしている案件について専門

的知見、詳しい知見を有する者等が適し

ていると考えられる。 

    補佐人帯同許可申請につき、審査庁の

許可があった場合、審査庁意見陳述にお

いて審査請求人は、補佐人とともに出頭

することができるが、補佐人が単独で出

頭して意見陳述をしたり、審査請求人の

意思に関係なく補佐人自身の判断で意

見陳述及び質問をしたりすることはで

きない。 

    筆者は、知り合いの弁護士に依頼して

補佐人帯同してもらったことがあり、役

割分担して意見陳述や質問を行うこと

ができた。 

    質問事項を事前に作成して提出するか

については、事前に作成して提出してお

いた方が良いのではないかと考えられ

る。筆者は事前に作成して提出すること

にしている。質問事項を事前に作成して

提出することにより、審査庁意見陳述の

際に、どのように回答するか実施機関に

対策を講じられてしまう可能性も否定

できないが、質問事項を事前提出せずに

当日質問をして、実施機関側から確認し

ないと分からない等の回答が繰り返さ

れると審査庁意見陳述を申し立てた意

味がなくなってしまうように思えるか

 

らである。 

    質問事項を事前に作成するにあたって

は、審査請求における争点を意識して作

成することが必要である。例えば、対象

文書の追加特定を求めているのであれ

ば、どのような対象文書が他に存在する

と考えられるのかを質問事項に組み込

むことになる。 

    筆者は、審査庁意見陳述を有益なもの

とすべく、対象文書の追加特定について

は、法令上作成されていると考えられる

対象文書、他の地方公共団体及び行政機

関の開示資料と比較して存在すると考

えられる対象文書及び既に開示された

資料を検討して他に存在すると考えら

れる対象文書の有無を質問事項に組み

込むようしたり、不開示処分の取消しを

求めている場合には不開示事由該当性

に関する事実の有無等を質問事項に組

み込むようにしたりしている。また、筆

者は、質問事項を作成するときは、審査

会意見陳述で陳述する内容を意識しな

がら作成するようにしている。 

    例えば、筆者の岩手県釜石市に対する

情報公開請求は、地方公共団体内部から

職員が特定個人情報を外部に送信して

特定個人情報が大量漏洩した経過がわ

かるもの一切であるが、開示された資料

を検討すると、特定個人情報が漏洩した

本人に対する謝罪文やそれに類する書

類があるのではないかと考えられたこ

とから、質問事項に組み込んで当日質問

したところ、存在するとの実施機関から

の回答がなされたことがある。 

  ⑷ 審査庁意見陳述当日は、指定された時

間までに指定された場所に到着するよ

うにして、本人確認される場合に備えて

身分確認書類を持参すると良い。審査庁

意見陳述の場合、市役所等で案内係の職

員に審査庁意見陳述の会場へ案内して

もらえる。なお、筆者が行った審査庁意

見陳述については、開始時間までは空い

ている会議室で待つように指示され、審

査庁意見陳述の会場の扉の前等で待た

されることはなかった。 

    審査庁意見陳述では、進行役の職員、

記録係の職員に加えて、実施機関や処分

庁の担当部署の職員（課長、課長補佐、

係長等の職員が出席していることがほ

とんどである。）が出席する。 

    審査庁意見陳述が始まると、まず職員

から意見陳述の流れ、注意事項等の説明

がある。 

    その後、審査請求をした趣旨及び理由

並びに審査庁意見陳述を申し立てた理

由等の説明を求められることが多いの

で、それらを陳述する。陳述時間を指定

されないこともあるが、概ね 10 分か 20

分は陳述時間を確保してくれることが

多かった。補佐人帯同する場合には、補

佐人と役割分担して陳述してもよい。 

    そして、事前に提出した質問事項に沿

って、質疑応答を行う。当日の実施機関

側からの回答を踏まえて、現場判断で追

加質問をすることもあるので、その回答

のメモを取りながら質疑応答を行う。補

佐人帯同する場合には、補佐人と役割分

担してもよい。 

    東京都豊島区は、情報公開請求の審査

請求手続において審理員審理を適用除

外としていないため審理員審理であっ

たが、審査庁意見陳述には審理員も出席

して、進行役を担っていた。また、審査

庁意見陳述において実施機関の職員が

曖昧な回答をしたときには、明確に回答

するよう促す等、的確な進行をしていた。 

    なお、審査請求人側としては、意見陳

述及び質疑応答の際に、行政側に対する

不平、不満等を述べるだけの場にならな

いように留意する必要がある。審査庁意

見陳述はもともとそのような場ではな

いし、争点と関連性のない陳述であると

して、陳述制限される可能性もある（行

審法第 31条第 4項）。 

22



 

らである。 

    質問事項を事前に作成するにあたって

は、審査請求における争点を意識して作

成することが必要である。例えば、対象

文書の追加特定を求めているのであれ

ば、どのような対象文書が他に存在する

と考えられるのかを質問事項に組み込

むことになる。 

    筆者は、審査庁意見陳述を有益なもの

とすべく、対象文書の追加特定について

は、法令上作成されていると考えられる

対象文書、他の地方公共団体及び行政機

関の開示資料と比較して存在すると考

えられる対象文書及び既に開示された

資料を検討して他に存在すると考えら

れる対象文書の有無を質問事項に組み

込むようしたり、不開示処分の取消しを

求めている場合には不開示事由該当性

に関する事実の有無等を質問事項に組

み込むようにしたりしている。また、筆

者は、質問事項を作成するときは、審査

会意見陳述で陳述する内容を意識しな

がら作成するようにしている。 

    例えば、筆者の岩手県釜石市に対する

情報公開請求は、地方公共団体内部から

職員が特定個人情報を外部に送信して

特定個人情報が大量漏洩した経過がわ

かるもの一切であるが、開示された資料

を検討すると、特定個人情報が漏洩した

本人に対する謝罪文やそれに類する書

類があるのではないかと考えられたこ

とから、質問事項に組み込んで当日質問

したところ、存在するとの実施機関から

の回答がなされたことがある。 

  ⑷ 審査庁意見陳述当日は、指定された時

間までに指定された場所に到着するよ

うにして、本人確認される場合に備えて

身分確認書類を持参すると良い。審査庁

意見陳述の場合、市役所等で案内係の職

員に審査庁意見陳述の会場へ案内して

もらえる。なお、筆者が行った審査庁意

見陳述については、開始時間までは空い

ている会議室で待つように指示され、審

査庁意見陳述の会場の扉の前等で待た

されることはなかった。 

    審査庁意見陳述では、進行役の職員、

記録係の職員に加えて、実施機関や処分

庁の担当部署の職員（課長、課長補佐、

係長等の職員が出席していることがほ

とんどである。）が出席する。 

    審査庁意見陳述が始まると、まず職員

から意見陳述の流れ、注意事項等の説明

がある。 

    その後、審査請求をした趣旨及び理由

並びに審査庁意見陳述を申し立てた理

由等の説明を求められることが多いの

で、それらを陳述する。陳述時間を指定

されないこともあるが、概ね 10 分か 20

分は陳述時間を確保してくれることが

多かった。補佐人帯同する場合には、補

佐人と役割分担して陳述してもよい。 

    そして、事前に提出した質問事項に沿

って、質疑応答を行う。当日の実施機関

側からの回答を踏まえて、現場判断で追

加質問をすることもあるので、その回答

のメモを取りながら質疑応答を行う。補

佐人帯同する場合には、補佐人と役割分

担してもよい。 

    東京都豊島区は、情報公開請求の審査

請求手続において審理員審理を適用除

外としていないため審理員審理であっ

たが、審査庁意見陳述には審理員も出席
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  ⑸ 審査庁意見陳述を終えた後は、審査庁

意見陳述の記録の送付を求めておく方

が良いと考えられる。これにより、自身

の陳述内容や質疑応答の内容を後から

確認でき、審査会意見陳述に備えること

ができるからである。 

    ⑹ 筆者が、埼玉県熊谷市に対して行った

「2016 年に埼玉県熊谷市の夫婦が親族

名義の個人番号カード申請書を不正入

手して、同親族になりすまして個人番号

カードを詐取した事件の経過がわかる

もの一切」の情報公開請求の審査請求手

続における審査庁意見陳述は実際に以

下のとおり行った。 

   ア 審査請求は 2021年 9月 21日付で提

起し、審査庁意見陳述の日程は、2021

年 12月 17日（金）に決まり、質問通

告書の提出を求められたので、同月 7

日頃には質問通告書を提出した。 

     審査請求では、対象文書の追加特定

と非公開部分のうち、個人番号カード

詐取時の受取時の状況、言動、既決犯

罪通知書、個人番号カード事務処理状

況、発言内容等の非公開処分の取消し

を求めていた。 

     そして、公開資料を検討して、対象

文書については、個人情報保護委員会

からの指導、立入検査、勧告及び命令

等の権限行使に関する文書、熊谷市と

しての原因分析、再発防止策等の検討

に関する文書、番号制度を所管する国

の機関とのなりすましの原因分析、再

発防止等についての協議、審議等に関

する文書、刑事記録、なりすましをし

た者に直接対応した職員からの聞き取

り記録、熊谷市議会から交付された文

書及び記録等の存在が考えられたので、

質問通告書に質問事項として記載した。 

     また、非公開処分の取消しに関して

は、公開により、どのような個人の権

利利益が侵害されるか、非公開部分が

個人の情報として保護されるべき必要

性が高いとする理由等を質問事項とし

て記載した。 

   イ 審査庁意見陳述は、2021年 12月 17

日（金）午前 9時 55分から、熊谷市役

所本庁舎 3階会議室 302で行われた。 

     午前 9 時 30 分頃に市役所に到着す

ると、控室に通され、時間になると会

場に案内された。入口から会議室に入

ると、審査請求人の席があり、正面に

は処分庁の職員がいて、記録係の職員

もいた。処分庁からは、市民部市民課

の課長及び副課長、江南行政センター

の所長と主査が出席していた。 

     はじめに、進行役の職員から口頭意

見陳述の流れ、注意事項の説明があっ

た。その後、審査請求の趣旨を簡潔に

陳述してほしいとのことであったので、

5 分程度で他に存在すると考えられる

対象文書の追加特定を求めるとともに、

非公開部分のうち個人番号カード詐取

時の受取時の状況、言動、既決犯罪通

知書、個人番号カード事務処理状況、

発言内容等の非公開処分の取消しを求

めることを陳述した。 

     その後、事前に提出した質問通告書

に沿って、質疑応答を行った。 

     対象文書については、個人情報保護

委員会からの指導、立入検査、勧告及

び命令等の権限行使に関する文書に関

してはそれら権限行使がされていない

ため存在しない、熊谷市としての原因

分析、再発防止策等の検討に関する文

書に関しては事務処理要領の再確認を

行い要領を逸脱した事務処理を行って

いないか等の事務処理手順のチェック

を行った、番号制度を所管する国の機

関とのなりすましの原因分析、再発防

止等についての協議、審議等に関する

文書に関しては協議、審議等をしてい

ないため存在しない、刑事記録は捜査

機関から提供を受けていないため存在

しない、なりすましをした者に直接対

 

応した職員からの聞き取り記録に関し

ては直接対応した職員に詳しい経緯の

聞き取りを行ったので記録は存在する、

熊谷市議会から交付された文書及び記

録は存在しない、との回答であった。 

     非公開処分の取消しに関しては、公

開により個人の人格に直接結びつく重

要なプライバシー権を侵害することに

なる、なりすましの原因を分析し再発

防止につなげるための情報として公開

する公益的利益と非公開とすることで

保護される個人の権利利益を比較して

個人の権利利益を保護する必要性が高

いと判断した、個人に関する情報につ

いてはその違法性の有無にかかわらず

保護すべきであるとの回答であった。 

     このように質疑応答を行い、審査庁

意見陳述は午前10時35分に終了した。 

   ウ なお、後日、口頭意見陳述聴取結果

記録書が筆者のもとへ送付された。 

 ３ 審査会意見陳述 

  ⑴ 審査会意見陳述は、審査庁意見陳述と

異なり、審査請求について調査審議して

答申という形で判断を示す審査会の委

員に意見を聴いてもらう機会である。実

施機関や処分庁の担当部署の職員は同

席しないことがほとんどであるが、埼玉

県深谷市は、審査会意見陳述に実施機関

の職員が同席して、実施機関の職員も意

見を述べる機会がある。 

  ⑵ 審査会意見陳述は、申立てをしないと

実施されない。審査会意見陳述について

は、審査庁意見陳述よりは意向確認の案

内が送付されることがあり、川崎市、さ

いたま市、東京都墨田区、埼玉県深谷市

等は審査会意見陳述の案内を送付して

いた。 

    ただし、審査会意見陳述は、申立てを

しても実施されるか否かについては、根

拠法令における規定等（義務規定である

か裁量規定であるか等）にも左右される

ところがあり、例えば東京都情報公開・

個人情報保護審査会は口頭意見陳述を

実施しないとしているほか、横浜市情報

公開・個人情報保護審査会や総務省情報

公開・個人情報保護審査会は、申立てを

してもほとんど審査会意見陳述を実施

していないようである。 

    筆者は、基本的に関東近辺の地方公共

団体であれば、根拠法令等を確認した上

で審査会意見陳述を申し立てるように

している。 

  ⑶ 審査会意見陳述に向けた準備として、

審査庁意見陳述と同様に、審査会意見陳

述においても補佐人帯同許可申請をす

ることができる。 

    審査庁意見陳述と同様に補佐人帯同許

可申請をする場合、補佐人の氏名、住所、

職業及び補佐人帯同を必要とする理由

等を記載した補佐人帯同許可申請書を

提出して行う。補佐人は、審査請求をし

ている案件について専門的知見、詳しい

知見を有する者等が適していると考え

られる。 

    例えば、教科書採択関係書類に関する

情報公開請求の審査請求手続における

審査会意見陳述において、請求人本人で

は十分な陳述をなしえない点、具体的に

は教育行政学の学者には子どもの学習

権及び親・教師の教育内容決定権と教科

書選択について、他の市町村での採択過

程と公開の実情について明らかにして

もらう、出版関係の労働組合員には教科

書についての営業活動の現状と採択過

程公開による影響について、公開による

教科書作りへのメリットについて明ら

かにしてもらう、学校の教員には現場の

教員としての立場から採択理由不明の

まま特定教科書を使用することの問題

点、教員の教科書に対する考え方への影

響などについて明らかにしてもらう、と

いう理由で補佐人帯同許可申請をした

例もある。 

    補佐人帯同許可申請につき、許可があ
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った場合、審査会意見陳述において審査

請求人は、補佐人とともに出頭すること

ができるが、補佐人が単独で出頭して意

見陳述をしたり、審査請求人の意思に関

係なく補佐人自身の判断で意見陳述及

び質問をしたりすることはできない。 

    筆者は、知り合いの弁護士に依頼して

補佐人帯同してもらったことがあり、役

割分担して意見陳述を行うことができ

た。 

    前述の教科書採択関係書類に関する情

報公開請求の審査請求手続における審

査会意見陳述の例では、請求人は公開請

求をした動機、提出書面の補充点、特定

自治体の教育委員会を含む市政の問題

点、学校教育と市民、父母、教員と教育

行政のあり方等について陳述する、教育

行政学の学者は教育行政学の専門家と

して、教科書採択と情報公開の諸問題に

つき、争点にかかわる理論的問題と他の

自治体などの具体例を通して総合的に

陳述する、弁護士は法律家として、また

各地の情報公開問題に立ち会ってきた

経験から、条例とその運用上の問題点に

関して当該案件に即して陳述する、市民

は市民の立場から、また自己の情報公開

をめぐる経験例や各地の実例を具体的

に陳述する、という役割分担をして意見

陳述を行っている。 

    一方、審査庁意見陳述と異なり、質問

事項を事前に作成して提出するわけで

はない。審査会意見陳述が実施される頃

には、既に弁明書及び反論書等で主張反

論のやり取りがなされているほか、審査

庁意見陳述を行っている場合には実施

機関からなされた回答もあるので、それ

らを踏まえて審査会意見陳述で陳述す

る内容を検討しておくことになる。 

    筆者は、実施機関との主張反論のやり

取り、審査庁意見陳述において実施機関

からなされた回答、行審法第 38条第 1項

に基づき物件提出要求を行って提出さ

れた物件、他の地方公共団体及び行政機

関における原処分内容、既に実施機関か

ら開示された資料並びに他の地方公共

団体及び行政機関から開示された資料

等を踏まえて陳述内容を検討するよう

にしている。また、他の地方公共団体及

び行政機関から開示された資料、他の地

方公共団体の審査会の答申及び裁決等、

審査会意見陳述で言及する資料等は事

前に提出している。 

  ⑷ 審査庁意見陳述と同様、審査会意見陳

述当日は、指定された時間までに指定さ

れた場所に到着するようにして、本人確

認される場合に備えて身分確認書類を

持参すると良い。また、市役所等で案内

係の職員に審査会意見陳述の会場へ案

内してもらえる。なお、筆者が行った審

査会意見陳述については、審査庁意見陳

述と同様、開始時間までは空いている会

議室で待つように指示され、審査会意見

陳述の会場の扉の前等で待たされるこ

とはなかった。 

    審査会意見陳述では、審査会の委員に

加えて、審査会事務局職員（事務手続説

明の職員、記録係の職員等）が出席する。 

    審査会意見陳述が始まると、まず事務

局職員から意見陳述の流れ、注意事項等

の説明がある。 

    それから審査請求人の意見陳述が始ま

るので、事前準備に沿って陳述する。陳

述時間は指定されないこともあるが、15

分や 20 分等と陳述時間を指定されるこ

ともあった。 

    審査会意見陳述では、必要に応じて事

前に提出した資料の見方、読み方等を補

足することもある。意見陳述の時間が指

定されている場合には、時間内に陳述を

終えられるようにする。補佐人帯同する

場合には、補佐人と役割分担して陳述し

てもよい。 

    なお、審査請求人側としては、審査庁

意見陳述と同様、行政側に対する不平、

 

不満等を述べるだけの場にならないよ

うに留意する必要がある。ただし、対象

文書の追加特定、不開示事由該当性等に

関して有効な陳述内容を考えることは

なかなか難しい。 

    意見陳述後には、審査会の委員から陳

述内容も含めて審査請求に関して質問

されることがある。筆者が経験した中で

は、例えば事前提出した資料の見方が分

からないので教えてほしいという質問

をされたときには資料の見方を補足説

明したことがある。ほかにも、対象文書

の探索方法としてどのようなものを考

えているかとの質問をされたときには

事前提出した他の地方公共団体の審査

会答申における対象文書の探索方法を

指摘して参考にしてほしいと説明した

こともある。 

    このような質疑応答から、審査会の委

員の問題意識がうかがえることもある。 

  ⑸ 審査会意見陳述を終えると、その後は

審査会が調査審議をして答申をするこ

とになるが、審査会によっては意見陳述

を踏まえた主張書面の提出の予定があ

るか尋ねられることがある。 

    埼玉県深谷市の審査会は、審査会意見

陳述までの経過を踏まえて最終主張書

面の提出の予定があるかの意向確認を

しており、筆者は最終主張書面を作成し

て提出したことがある。 

    なお、本稿 17頁「第 5」「5」のさいた

ま市に関する事例のことであるが、筆者

は、さいたま市の審査会意見陳述におい

て、対象文書の追加特定を求めたところ、

審査会としては対象文書の追加特定は

できないと考えていて、対象文書の追加

特定はしないと言われたことがある。お

そらく審査会の調査審議のあり方につ

いて誤解をしていたのではないかと考

えられるが、審査会意見陳述の現場で対

象文書の追加特定はできることを指摘

するとともに、審査会意見陳述後に他の

審査会の答申を複数提出して、対象文書

の追加特定はできるし、実際に行われて

いることを指摘する書面を提出したこ

ともある。審査会の委員の言動に誤解等

があると考えられる場合にはこのよう

な対応も必要になると実感した出来事

であった。 

  ⑹ 筆者が、埼玉県熊谷市に対して行った

「2016 年に埼玉県熊谷市の夫婦が親族

名義の個人番号カード申請書を不正入

手して、同親族になりすまして個人番号

カードを詐取した事件の経過がわかる

もの一切」の情報公開請求の審査請求手

続における審査会意見陳述は実際に以

下のとおり行った。 

   ア 審査請求は 2021年 9月 21日付で提

起し、前述のとおり審査庁意見陳述は

2021年 12月 17日（金）午前 9時 55

分から午前 10時 35分で行われ、審査

会意見陳述は同日午後 1時過ぎから行

われた。 

     既に午前中に審査庁意見陳述を行っ

ていて熊谷市役所にいたので、そのま

ま時間通りに会場に到着した。 

   イ 入口から会議室に入ると、審査請求

人の席があり、正面方向に審査会委員

3 名が出席していた。審査会の委員 1

名は弁護士であったが、会長及びもう

1 名の委員の属性は不明であった。な

お、進行役及び記録係の職員も出席し

ていた。 

     はじめに進行役の職員から口頭意見

陳述の流れ、注意事項の説明があり、

その後、筆者が意見陳述することとな

った。 

     まず、5 分程度で口頭意見陳述を申

し立てた理由を陳述した。番号制度の

もとでなりすましができた事件は複数

あるほか、番号法第 10 条第 1 項に違

反して委託元の許諾を得ずに個人番号

を扱う業務を再委託して特定個人情報

が漏えいしたという事案について情報
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いることを指摘する書面を提出したこ

ともある。審査会の委員の言動に誤解等

があると考えられる場合にはこのよう

な対応も必要になると実感した出来事

であった。 

  ⑹ 筆者が、埼玉県熊谷市に対して行った

「2016 年に埼玉県熊谷市の夫婦が親族

名義の個人番号カード申請書を不正入

手して、同親族になりすまして個人番号

カードを詐取した事件の経過がわかる

もの一切」の情報公開請求の審査請求手

続における審査会意見陳述は実際に以

下のとおり行った。 

   ア 審査請求は 2021年 9月 21日付で提

起し、前述のとおり審査庁意見陳述は

2021年 12月 17日（金）午前 9時 55

分から午前 10時 35分で行われ、審査

会意見陳述は同日午後 1時過ぎから行

われた。 

     既に午前中に審査庁意見陳述を行っ

ていて熊谷市役所にいたので、そのま

ま時間通りに会場に到着した。 

   イ 入口から会議室に入ると、審査請求

人の席があり、正面方向に審査会委員

3 名が出席していた。審査会の委員 1

名は弁護士であったが、会長及びもう

1 名の委員の属性は不明であった。な

お、進行役及び記録係の職員も出席し

ていた。 

     はじめに進行役の職員から口頭意見

陳述の流れ、注意事項の説明があり、

その後、筆者が意見陳述することとな

った。 

     まず、5 分程度で口頭意見陳述を申

し立てた理由を陳述した。番号制度の

もとでなりすましができた事件は複数

あるほか、番号法第 10 条第 1 項に違

反して委託元の許諾を得ずに個人番号

を扱う業務を再委託して特定個人情報

が漏えいしたという事案について情報
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公開請求、審査請求をする中で、熊谷

市においてはほかにも対象文書として

追加特定すべき文書、記録が存在する

と考えられることから対象文書の追加

特定を求めるとともに、取消しを求め

ている非公開処分についても非公開事

由に該当しないことについて審査請求

書、意見書での主張に加えて、意見陳

述で補足するべく、口頭意見陳述を申

し立てたことを陳述した。 

     そして、対象文書の追加特定につい

ては、番号法第 10 条第 1 項に違反し

て委託元の許諾を得ずに個人番号を扱

う業務を再委託して特定個人情報が大

量漏えいしたという事案についての情

報公開請求では、事件に対する市民、

国民からの問合せに行政機関としてど

のように回答するかを記載した想定問

答が対象文書として特定されたことか

ら、成りすましによる個人番号カード

詐取の事件につき市民、国民からの問

合せにどのように回答するかを記載し

た想定問答が存在すると考えられ、そ

のような文書が存在するのであれば対

象文書として追加特定すべきであるこ

とを陳述した。 

     また、熊谷市のほか、東京都江戸川

区、石川県鳳珠郡能登町、埼玉県ふじ

み野市においても、なりすましにより

個人番号カードが詐取されたり、特別

定額給付金が詐取されたりする事件が

発生していることから、番号制度下に

おいてなりすまし事件が発生した自治

体、個人情報保護委員会等により、事

件への対応等を検討した会合が開催さ

れていることが考えられ、そのような

文書、記録が存在するのであれば、対

象文書として特定すべきであることも

陳述した。 

     そのほか、審査庁意見陳述における

実施機関のなりすましをした者に直接

対応した職員からの聞き取り記録は存

在するとの回答及び事務処理要領の再

確認を行い要領を逸脱した事務処理を

行っていないか等の事務処理手順のチ

ェックを行ったとの回答から、同記録

及び事務処理要領を対象文書として追

加特定すべきであることを陳述した。 

     一方、非公開処分の取消しについて

は、特定個人情報という重要性の高い

情報を扱う場面において、なりすまし

がなされて関係者のプライバシー権の

ほか、番号制度についての安全性、番

号制度に対する市民・国民の信用に脅

威がもたらされたことからすれば、市

民・国民のプライバシー権侵害の防止、

番号制度に対する市民・国民の信頼回

復のため、なりすましについての問題

点を検討して、番号制度に対する国民

の信用を回復するべく、具体的な受取

時の状況、言動、発言内容等を公開す

る必要性、公益的な利益は大きいこと

を陳述した。 

     また、熊谷市におけるなりすましに

より個人番号カードが詐取された事案

は報道されて広く知れ渡っていること、

受取時の状況、言動、発言内容等はま

さになりすまし行為をしている場面で

あり、欺罔行為そのもので、詐欺罪、

有印私文書偽造・同行使罪、番号法違

反の罪等の構成要件に該当する明らか

な違法行為であるから、このような明

らかな違法行為に関する情報について

非公開処分にして保護すべき利益など

存在しないことも陳述した。 

     さらに、なりすましが発生したふじ

み野市の情報任意的公開回答書を事前

提出資料として提出しておき、公開し

ない部分は、被告訴人の氏名、生年月

日、年齢、なりすまされた者の氏名、

電話番号、生年月日、口座番号、口座

名義とされており、受取時の状況、言

動、発言内容等は公開しない部分とは

されていなかったことから、他の地方

 

公共団体との比較も踏まえて、受取時

の状況、言動、発言内容等は非公開事

由には該当しないことも陳述した。 

     筆者の意見陳述の後、対象文書の追

加特定については、審査会の委員から

特に質問はなかった。弁護士の委員か

ら、先ほどの非公開処分の取消しに関

する陳述につき、なりすましにより個

人番号カードを詐取することは違法で

あるから、個人識別情報としての要保

護性は減退するという主張ですか、と

いう質問があったので、そのとおりで

あると述べた。また、当該なりすまし

の事案は報道されて知れ渡っているか

ら、非公開とされている部分も既に公

になっているのではないかという趣旨

の主張ですか、との質問もなされたの

で、そのとおりであると述べた。 

   ウ このように意見陳述及び審査会委員

との質疑応答をして、審査会意見陳述

を終えた。時間は概ね 30分から 40分

であった。 

 

第第７７  結結語語  

  

 
i 情報公開に関する連絡会議申合せ 不服申立
て事案の事務処理の迅速化について 平成 17
年８月３日 
ii 令和 5年度は 54件（総務省情報公開・個人
情報保護審査会令和 5年度活動概況 21頁）、
令和 4年度は 28件（総務省情報公開・個人情
報保護審査会令和 4年度活動概況 21頁）、令
和 3年度は 36件（総務省情報公開・個人情報
保護審査会令和 3年度活動概況 22頁）であ
る。 
iii 森田明「論点解説 情報公開・個人情報保
護審査会答申例」216頁（日本評論社、2016
年） 
iv 総務省情報公開・個人情報保護審査会平成

   特定個人情報の各漏洩事故を契機に、一

定数の地方公共団体及び行政機関に対し

て情報公開請求及び審査請求をすること

になったので、請求人の立場から審査請求

手続にみられた問題点を探り、適正な制度

運用及び充実した審理を実現するために

今後の運用の在り方を考察することを企

図した。 

   情報公開請求の審査請求については、ほ

とんどの案件で弁護士の関与がなく、その

ために主張立証が不十分であったこと、審

査請求人側に弁護士の積極的な関与が増

え、多くの弁護士、当事者に審査会の手続

についての理解を深めていただくことは

審査会の判断の質の向上につながる、との

指摘もあるxxvii。 

   このような指摘も踏まえて、対象となっ

た地方公共団体及び行政機関は限られて

いたものの、実際の審査請求手続の在り方、

口頭意見陳述の在り方、審査会の手続等に

ついての情報は多くはないように思われ

るので、それらを共有する意義は大きいと

考えられることから、報告した次第である。 

以 上 

以  

29年度活動概況 21頁、総務省情報公開・個人
情報保護審査会 平成 29年度（行情）答申第
527号 
v 令和３年 11月 18日 深谷市情報公開条例第
19条第１項の規定に基づく諮問について（答
申） 深谷市情報公開審査会答申第５号 
vi 前掲注ⅰ 
vii 日本弁護士連合会行政訴訟センター「行政
不服審査法の実務と書式〔第２版〕」81頁（民
事法研究会、2020年） 
viii 前掲注ⅶ83頁 84頁 
ix 令和３年３月 19日 江戸川区情報公開条例
第 18条の２の規定に基づく諮問について（答
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公共団体との比較も踏まえて、受取時

の状況、言動、発言内容等は非公開事

由には該当しないことも陳述した。 

     筆者の意見陳述の後、対象文書の追

加特定については、審査会の委員から

特に質問はなかった。弁護士の委員か

ら、先ほどの非公開処分の取消しに関

する陳述につき、なりすましにより個

人番号カードを詐取することは違法で

あるから、個人識別情報としての要保

護性は減退するという主張ですか、と

いう質問があったので、そのとおりで

あると述べた。また、当該なりすまし

の事案は報道されて知れ渡っているか

ら、非公開とされている部分も既に公

になっているのではないかという趣旨

の主張ですか、との質問もなされたの

で、そのとおりであると述べた。 

   ウ このように意見陳述及び審査会委員

との質疑応答をして、審査会意見陳述

を終えた。時間は概ね 30分から 40分

であった。 

 

第第７７  結結語語  

  

 
i 情報公開に関する連絡会議申合せ 不服申立
て事案の事務処理の迅速化について 平成 17
年８月３日 
ii 令和 5年度は 54件（総務省情報公開・個人
情報保護審査会令和 5年度活動概況 21頁）、
令和 4年度は 28件（総務省情報公開・個人情
報保護審査会令和 4年度活動概況 21頁）、令
和 3年度は 36件（総務省情報公開・個人情報
保護審査会令和 3年度活動概況 22頁）であ
る。 
iii 森田明「論点解説 情報公開・個人情報保
護審査会答申例」216頁（日本評論社、2016
年） 
iv 総務省情報公開・個人情報保護審査会平成

   特定個人情報の各漏洩事故を契機に、一

定数の地方公共団体及び行政機関に対し

て情報公開請求及び審査請求をすること

になったので、請求人の立場から審査請求

手続にみられた問題点を探り、適正な制度

運用及び充実した審理を実現するために

今後の運用の在り方を考察することを企

図した。 

   情報公開請求の審査請求については、ほ

とんどの案件で弁護士の関与がなく、その

ために主張立証が不十分であったこと、審

査請求人側に弁護士の積極的な関与が増

え、多くの弁護士、当事者に審査会の手続

についての理解を深めていただくことは

審査会の判断の質の向上につながる、との

指摘もあるxxvii。 

   このような指摘も踏まえて、対象となっ

た地方公共団体及び行政機関は限られて

いたものの、実際の審査請求手続の在り方、

口頭意見陳述の在り方、審査会の手続等に

ついての情報は多くはないように思われ

るので、それらを共有する意義は大きいと

考えられることから、報告した次第である。 

以 上 

以  

29年度活動概況 21頁、総務省情報公開・個人
情報保護審査会 平成 29年度（行情）答申第
527号 
v 令和３年 11月 18日 深谷市情報公開条例第
19条第１項の規定に基づく諮問について（答
申） 深谷市情報公開審査会答申第５号 
vi 前掲注ⅰ 
vii 日本弁護士連合会行政訴訟センター「行政
不服審査法の実務と書式〔第２版〕」81頁（民
事法研究会、2020年） 
viii 前掲注ⅶ83頁 84頁 
ix 令和３年３月 19日 江戸川区情報公開条例
第 18条の２の規定に基づく諮問について（答
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申） 
x 令和３年４月 20日 公文書開示請求に対す
る部分開示処分に係る審査請求について（答
申）（３川情個第３号） 
xi 令和４年４月 28日 総務省情報公開・個人
情報保護審査会 令和４年度（行情）答申第
10号、令和４年８月４日 総務省情報公開・
個人情報保護審査会 令和４年度（行情）答申
第 168号、令和４年８月４日 総務省情報公
開・個人情報保護審査会 令和４年度（行情）
答申第 169号 
xii 令和元年 12月３日 審理員意見書 元豊審
理員発第 34号 
xiii 令和２年 12月 22日 豊島区行政不服審査
会 答申第 19号 
xiv 令和３年６月 22日 墨田区行政不服審査会
答申（諮問番号：令和元年度諮問第３号） 
xv 一般財団法人 行政管理研究センター「季
報 情報公開個人情報保護第 52号」1頁 2頁
(平成 26年) 
xvi 令和４年３月 31日 審理員意見書 ３豊審
理員発第 37号、令和５年３月１日 豊島区行
政不服審査会 答申第 27号 
xvii 令和３年 12月９日 総務省情報公開・個
人情報保護審査会 令和３年度（行情）答申第
400号及び同第 401号 
xviii 令和 5年度は情報公開 160件、個人情報保
護 30件（総務省情報公開・個人情報保護審査
会令和 5年度活動概況 4頁）、令和 4年度は情
報公開 130件、個人情報保護 34件（総務省情

報公開・個人情報保護審査会令和 4年度活動
概況 4頁）、令和 3年度は情報公開 68件、個
人情報保護 34件（総務省情報公開・個人情報
保護審査会令和 3年度活動概況 4頁）の件数
となっている。 
xix 前掲注ⅹⅳ 
xx 令和４年３月４日 能登町行政不服審査会
への諮問等について（通知） 総第 985号 
審理員意見書 
xxi 令和４年５月 11日 能登町行政不服審査会
答申書 
xxii 情報公開・個人情報保護審査会委員経験交
流フォーラムは、広く全国の情報公開制度、個
人情報保護制度の運用等に携わっている審査
会、審議会の委員、事務局職員、その他情報公
開・個人情報保護制度に関係する方々の参加を
得て開催するものであり、同フォーラムを通じ
て、新たな制度の理解の促進を図るとともに、
国・地方における審査会、審議会の委員及び事
務局職員等の間で、情報公開制度及び個人情報
保護制度に係る運用上の諸課題について、意見
交換を行うこと等を開催趣旨としている。 
xxiii 前掲注ⅸ 
xxiv 令和３年８月 16日 裁決書 21総法送第
26号 
xxv 前掲注ⅻ 
xxvi 令和３年 12月 24日 答申書 さ情審査答
申第 211号 
xxvii 前掲注ⅶ87頁 

 

ススポポーーツツ事事故故補補償償とと損損益益相相殺殺  
Compensation for Sports Accidents and Offsetting Benefits against Damages 
川原 佑基（港北中央法律事務所・神奈川県弁護士会スポーツ法研究会） 

 

第第１１ ははじじめめにに 
 この論文においては、スポーツ事故補償と損
益相殺について取り扱うが、具体的には、災害
共済給付、柔道の見舞金、スポーツ安全保険の
傷害保険の３つの補償制度の損益相殺につい
て、災害共済給付を中心に確認をしていくもの
である。 
 
第第２２  災災害害共共済済給給付付 
１１．．災災害害共共済済給給付付ととはは 

災害共済給付とは、独立行政法人日本スポー
ツ振興センター（JSC。以下、「振興センター」
とする。）と学校等の設置者との契約（災害共
済給付契約）により、「学校の管理下」におけ
る児童生徒等の災害に対して災害共済給付を行
うもので、その運営に要する経費を国、学校等
の設置者及び保護者の三者で負担する互助共済
制度とされている。 

そして、この災害共済給付には細かいものを
除くと大きく分けて医療費の見舞金と障害見舞
金と死亡見舞金という３つの見舞金がある。 
 
２２．．災災害害共共済済給給付付のの損損益益相相殺殺総総論論 
(1) 災害共済給付を損益相殺対象と認める理

 
1障害見舞金につき支給決定が出ているものの、被害者が障害見
舞金を現実に受け取っていない場合に障害見舞金の損益相殺を否

由 
 災害共済給付は日本スポーツ振興センターと
学校設置者との間で免責の特約が結ばれている
場合、学校設置者は独立行政法人日本スポーツ
振興センター法（以下、「センター法」とす
る。）３１条１項に基づき災害共済給付で支給
された価額の限度でその損害賠償の責めを免れ
ることができるものとされている。しかし、災
害共済給付が支給されるような事故が発生した
場合、学校設置者に限らず、加害生徒や教職員
等も事故の責任主体となる場合が有り得る。そ
こで免責特約を結んだ学校設置者以外が責任主
体となる場合に災害共済給付が損益相殺の対象
となるか問題となるが、少なくとも被害者側が
現実に災害共済給付金を受領した場合は、裁判
例上災害共済給付が損益相殺の対象となるとい
うことで確立されている。1 
 その理由としては、裁判例上、 
① 学校の設置者が国家賠償法等による損害賠

償の責任を負う場合、振興センターが災害共
済給付を行ったときは、当該学校の設置者は
その価額の限度においてその損害賠償の責め
を免れることができること（センター法３１
条１項） 

定した裁判例として東京地方裁判所令和６年３月２６日判決があ
る。 
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